
第34回 定時株主総会

招集ご通知
開催日時
2026年６月26日（金曜日）
午前10時(午前９時より受付開始)

開催場所
東京都港区港南一丁目2番70号
品川シーズンテラスアネックス棟3階
シーズンテラスホール
※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）
７名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役
４名選任の件

証券コード2749
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証券コード 2749

2026年６月10日
（電子提供措置の開始日 2026年６月４日）

株 主 各 位
東京都港区港南一丁目２番70号
株式会社 ＪＰホールディングス
代表取締役社長 坂 井 徹

第34回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第34回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げま

す。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第34回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載して
おります。
【当社ウェブサイト】https://www.jp-holdings.co.jp/ir/news
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東証上場会社情報サービス】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスし、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面またはインターネットにより議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討ください
まして、４頁・５頁の方法により６月25日(木曜日)午後６時までに議決権をご行使くだ
さいますようお願い申し上げます。

敬具
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記
１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（午前９時より受付開始）
２．場 所 東京都港区港南一丁目２番70号

品川シーズンテラス アネックス棟３階シーズンテラスホール
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第34期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計
算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第34期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

４．議決権行使にあたっての注意事項
各議案について賛否の表示がない議決権行使書用紙が提出された場合は、「賛」の表示があっ

たものとして取り扱わせていただきます。

５．招集にあたってのその他の決定事項
（１）議決権行使書により、重複して議決権が行使されたときは、最後に当社に到着したもの

を有効といたします。
（２）インターネットにより議決権を複数回行使されました場合は、最後に行使されたものを

有効な議決権の行使としてお取扱いいたします。
（３）インターネットと書面（議決権行使書）の両方で議決権を行使されました場合は、イン

ターネットによる議決権の行使を有効な議決権の行使としてお取扱いいたします。
（４）個人の株主様が代理人様による議決権行使を行う場合には、原則として①〜③の書類の

ご提出が必要となります。
①代理人様ご本人の議決権行使書用紙
②代理権を証する書面（委任をされる株主様ご本人の署名または記名押印のある委任状）
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③当該代理人様に委任をされる株主様の議決権行使書用紙、もしくは、委任状に押印さ
れた印鑑の印鑑登録証明書、または、パスポート、運転免許証、健康保険証その他いず
れか委任をされる株主様ご本人を確認するための公的書類の写し

（５）法人の株主様が代理人様による議決権行使を行う場合には、原則として①及び②の書類
のご提出が必要となります。
①代理権を証する書面（法人代表者の署名または記名押印のある、委任状または職務代
行通知書）
②当該代理人様に委任をされる株主様の議決権行使書用紙または委任状・職務代行通知
書に押印された代表印の印鑑登録証明書

（６）代理人様の人数は、当社定款第15条第１項の定めにより、本株主総会における議決権を
有する株主様１名とさせていただきます。

（７）ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねており
ます。なお、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、下記の事項を除いております。
したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監
査をした書類の一部であります。
・会社の体制及び方針
・連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表
・計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表

（８）今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト(アドレス：https://www.jp-holdings.co.jp)でお知らせいたしますので
ご確認ください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

◎会場での配慮が必要な方は、準備の都合上、2026年６月19日（金曜日）までに下記担当部
署までご連絡ください。
株式会社JPホールディングス 人事総務部 総務・法務課
電 話：03（6433）0253
メール：stock-info@jp-holdings.co.jp

以上
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見 本

詳細につきましては次頁を
ご覧ください。 詳細につきましては次頁を

ご覧ください。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
■ 議決権行使について 0120-652-031

（9:00～21:00）
0120-782-031
（平日9:00～17:00）

■ その他のご照会
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議決権行使方法についてのご案内
下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
事前の議決権行使をいただく場合

書面による議決権行使
行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後６時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、行使期限までに
当社株主名簿管理人に到着するようご返
送ください。

「スマート行使」によるご行使
行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後６時行使分まで

同封の議決権行使書用紙の右下「スマー
トフォン用議決権行使ウェブサイトログ
インQRコード®」をスマートフォンかタ
ブレット端末で読み取ります。

インターネットによるご行使
行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後６時行使分まで

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載の議決権行使コード及びパスワー
ドをご利用のうえ、画面の案内にしたが
って議案に対する賛否をご登録くださ
い。

当日ご出席いただく場合
株主総会へ出席

株主総会開催日時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
（午前９時より受付開始）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

重複して行使された議決権の取扱いについて
（1）書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）等により二重に議決権を行使された場合は、インター

ネット（「スマート行使」を含む。）等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（2）インターネット（「スマート行使」を含む。）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われた

ものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

機関投資家の皆様へ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラ
ットフォームにより議決権をご行使いただけます。
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同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン
をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

「次へすすむ」
をクリック

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

https://www.web54.net

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

クリック

議決権行使書
※QRコード®は、株式会社デン
　ソーウェーブの登録商標です。

見本

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

議決権行使ウェブサイトを開く ログインする

パスワードを入力する全ての会社提案議案について
「賛成」する

 以降は画面の案内に従って
賛否をご登録ください。

画面の案内に従って各議案の賛否を
ご入力ください。

議決権行使コード

パスワード

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み
取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご
入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト 
https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

同封の議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」を
ご入力ください。

パスワード変更画面が出ます
ので、お手元の議決権行使書
用紙に記載された「パスワード」
を入力し、株主様がご使用に
なる「パスワード」を入力いた
だき「登録」をクリック

各議案について個別に
指示する

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」ボタン
を押して行使完了！

1 1

2

3

2

3 4
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金の処分の件
第34期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに将来の事業展開と経営体質の強

化のために必要な内部留保等を総合的に勘案し、当期の期末配当金につきましては、12円50銭
といたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき12円50銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は1,070,480,963円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）７名全員は、

本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いするも
のであります。
取締役候補者の選任にあたりましては、任意の機関である指名委員会（独立社外取締役を委員

長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成）の勧告を経て取締役会において決定しておりま
す。なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなされましたが、会社法の規定に基づ
き株主総会で意見陳述すべき特段の事項はございません。
取締役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

１

坂
さか

井
い

徹
とおる

(1973年９月26日生)

1996年７ 月 Pacific Rim Corporation 入社（アメリカ）
同社Directorに就任

2001年４ 月 ㈱アトリウム 入社
その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任

2011年７ 月 Futamatsuya USA Inc.創業（アメリカ）
2012年４ 月 ㈱スターキャピタル創業
2017年12月 未来キャピタル㈱創業 代表取締役

マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
2018年６ 月 当社取締役
2018年７ 月 ㈱日本保育サービス取締役

㈱日本保育教育総合研究所取締役
2018年９ 月 ㈱ジェイキッチン代表取締役社長
2019年８ 月 当社専務取締役
2020年６ 月 当社代表取締役社長
2020年７ 月 ㈱ジェイキッチン取締役
2021年４ 月 早稲田大学幼児教育開発研究所招聘研究員(現任)
2021年６ 月 ㈱日本保育サービス取締役社長
2021年９ 月 ㈱ジェイキッチン代表取締役社長
2021年10月 ㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
2022年４ 月 ㈱日本保育サービス代表取締役社長（現任）

㈱ジェイキッチン代表取締役社長
2023年２ 月 一般社団法人全国保育連盟理事長（現任）
2023年６ 月 ㈱子育てサポートリアルティ取締役（現任）
2024年２ 月 ㈱ワンズウィル取締役（現任）
2024年３ 月 ㈱日本保育教育総合研究所代表取締役社長
2024年10月 札幌静修高等学校理事（現任）
2024年12月 当社代表取締役社長 兼 事業開発室長（現任）
2025年４ 月 ㈱日本保育教育総合研究所代表取締役社長

兼 事業推進部長（現任）
学校法人明学園理事長（現任）

2025年 ６月 ㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
（現任）
㈱JPホールディングス九州代表取締役社長(現任)

2025年12月 一般社団法人シブタン顧問（現任）

90,599株

【取締役候補者とした理由】
社長として経営の先頭に立ち、当社の業績向上に大きく貢献してまいりました。これらの豊富な経

験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督
を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることか
ら、引き続き候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

２

社外
柏
かしわ

女
め

霊
れい

峰
ほう

(1952年６月16日生)

1976年４ 月 千葉県庁 入庁
1986年４ 月 厚生省（現 厚生労働省）入省
1994年４ 月 淑徳大学社会学部（現 総合福祉学部）助教授
1997年４ 月 淑徳大学・大学院教授

日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担
当部長

2006年４ 月 石川県顧問
2009年４ 月 浦安市専門委員（子育て支援担当）（現任）
2012年４ 月 公益財団法人東京都福祉保健財団理事（現任）
2013年６ 月 社会福祉法人興望館理事（現任）
2014年12月 東京都児童福祉審議会副会長
2015年９ 月 東京都子ども・子育て会議会長
2020年６ 月 当社社外取締役（現任）
2021年10月 江戸川総合人生大学介護・健康学科長（現任）
2023年２ 月 東京都児童福祉審議会会長

豊島区児童福祉審議会委員長（現任）
2023年４ 月 淑徳大学総合福祉学部・同大学院特任教授
2025年４ 月 柏女総合福祉研究所代表（現任）

淑徳大学名誉教授（現任）

−株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
会社経営に直接関与したことはありませんが、児童福祉及び幼児教育に関して長年の経験と専門的

知見を有しており、当社グループの保育事業を中心とした経営全般に関し、適切な助言をいただいて
おり、引き続き適切な助言をいただけるものと期待しており候補者といたしました。

３

社外
佐
さ

竹
たけ

康
やす

峰
みね

(1953年12月１日生)

1976年４ 月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年３ 月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）シンガポー

ル支店副支店長
1997年７ 月 東京三菱投信投資顧問㈱（現 三菱ＵＦＪ国際投

信㈱）企画部長
2000年10月 ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）資産運

用業務部長
2002年７ 月 ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）投資銀

行・資産運用企画部長
2004年７ 月 三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱（現 三菱

ＵＦＪ証券ホールディングス㈱）代表取締役社長
2004年９ 月 三菱東京ウェルスマネジメント銀行（スイス）

（現 三菱ＵＦＪウェルスマネジメント銀行（スイ
ス））代表取締役会長

2008年８ 月 ㈱東京スター銀行取締役会長
2015年６ 月 ＳＢＩホールディングス㈱社外取締役
2017年７ 月 住信ＳＢＩネット銀行㈱社外監査役
2020年６ 月 スルガ銀行㈱社外取締役監査等委員会委員長
2022年６ 月 当社社外取締役（現任）
2026年２ 月 ㈱フィル・カンパニー社外取締役（現任）

−株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
変化の激しい金融業界において、新たなビジネスの企画・実行や事業統合の推進など、金融環境の

革新・整備に長年携わってきた経験を有しており、当社グループ全体の経営全般に関し、引き続き適
切な助言をいただけるものと期待しており候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

４

社外
後
ご

藤
とう

田
だ

由
ゆ

紀
き

(1970年３月28日生)

1987年２月 第２回『東宝シンデレラ』オーディション審査員
特別賞受賞

1990年３月 東洋英和女学院短期大学英文科卒業
1990年４月 NHK連続テレビ小説『凛凛と』で本格デビュー
1997年３月 映画『わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語』日本ア

カデミー新人俳優賞受賞
2002年３月 服部栄養専門学校・調理師科卒業
2016年２月 第３回食育文化功労賞受賞
2021年３月 聖心女子大学現代教養学部教育学科卒業（幼稚園

教諭一種免許取得）
2022年８月 保育士資格取得
2023年６月 当社社外取締役（現任）

−株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
会社経営に直接関与したことはありませんが、俳優（芸名：水野真紀）として活躍する一方、幼稚

園教諭一種免許及び保育士資格を保有し、幼稚園でのボランティア活動の経験を有するなど、優れた
人格、見識を有しており、当社グループの保育事業に関し、適切な助言をいただいており、引き続き
適切な助言をいただけるものと期待しており候補者といたしました。

５

社外
ロバート アンソニー
クリソル サラザール

(1953年７月22日生)

1973年９月 ナガ市ビコール川流域開発プログラム社会調査研
究ユニット副所長（フィリピン）

1974年６月 アテネオ・デ・ナガ大学社会科学科講師（フィリ
ピン）

1976年６月 アテネオ・デ・ナガ大学学生部長
1977年６月 デラサール大学行動科学科助教授（フィリピン）
1978年６月 アテネオ・デ・マニラ大学社会人類学大学院講師

（フィリピン）
1985年９月 オハイオ州立大学人類学科教育助手（アメリカ）
1987年６月 デラサール大学行動科学科准教授
1987年８月 デラサール大学大学研究センター所長
1991年６月 デラサール大学社会開発研究センター所長
1993年６月 デラサール大学教養学部長・教養学研究科長
1993年９月 デラサール大学フェロー
1999年９月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
2001年１月 デラサール大学正教授
2001年４月 立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部・研究

科准教授
2004年４月 立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部・研究

科教授
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋研究科長

2019年４月 立命館アジア太平洋大学名誉教授（現任）
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部客員教
員（現任）

2025年６月 当社社外取締役（現任）

−株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年に渡り、日本、フィリピン、米国の教育・研究分野において活躍され、豊富な経験と見識を有

しております。社会学・人類学への造詣が深く、グローバルな視点から当社グループの今後の事業に
対して意見や提言をいただけるものと期待しており候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

６

社外
藁
わら

谷
がい

友
とも

紀
き

(1954年８月３日生)

1991年１月 外務省専門調査員
1994年４月 早稲田大学教育学部（現 教育・総合科学学術院）

専任講師
1996年４月 早稲田大学教育学部助教授
2001年４月 早稲田大学教育学部教授
2002年９月 早稲田大学教育総合研究所長
2004年１月 早稲田大学教務部副部長
2004年９月 早稲田大学教育・総合科学学術院長 兼 教育学

部長
2004年11月 早稲田大学評議員
2007年11月 早稲田大学理事
2008年４月 早稲田大学大学院教職研究科長
2008年11月 早稲田大学常任理事
2009年４月 大阪繊維学園（現 早稲田大阪学園）理事・評議員
2010年11月 早稲田大学理事
2013年４月 早稲田実業学校学校長 兼 高等部・中等部校長
2014年９月 しごと能力研究学会会長（現任）
2014年11月 早稲田大学参与（学長代理）
2024年11月 日本スマート物流学会会長
2025年３月 慶應義塾大学SFC研究所上席研究員（現任）
2025年４月 早稲田大学名誉教授（現任）

早稲田大学総合研究機構システム競争力研究所顧
問（現任）
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所招聘
研究員（現任）
早稲田大学日本橋キャンパス講師
いわきヒューマンカレッジ（市民大学）学長（現
任）

2025年６月 当社社外取締役（現任）
2026年４月 東洋英和女学院大学学長（現任）

−株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
経済学、経営学をベースに長年に渡り教育・研究分野で活躍され、その豊富な経験・知見から、当

社の今後の事業戦略の高度化に向け、その戦略の妥当性や具体的な事業展開における課題等に関し、
多くの助言、意見等をいただけるものと期待しており候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

７

新任
都
ず

志
し

謙
けん

治
じ

(1962年５月５日生)

1986年４月 コモンズ㈱入社
1988年12月 ㈱西武百貨店入社
2003年８月 サミー㈱入社
2005年４月 ㈱セガ会長・社長室広報部部長
2007年８月 セガサミーホールディングス㈱広報部長兼スポー

ツフェローシップ部長
2008年４月 ㈱マツモトキヨシホールディングス入社
2015年９月 シダックス㈱入社 広報室長
2017年９月 当社入社 社長室広報課次長
2018年９月 当社広報IR部長
2019年４月 ㈱日本保育サービス広報IR部長
2019年７月 当社経営企画本部副本部長 兼 広報IR部長

兼 経営企画本部広報IR部長
2019年９月 当社経営戦略本部副本部長

兼 経営戦略本部広報部長
2020年７月 当社経営企画本部長

㈱日本保育サービス取締役 兼 経営戦略本部長
㈱日本保育教育総合研究所企画管理部長

2020年８月 ㈱日本保育サービス取締役 兼 経営企画本部長
2020年９月 当社経営企画本部経営企画部長
2021年７月 ㈱ジェイキッチン企画管理部長
2021年10月 当社経営戦略本部長 兼 広報IR部長
2022年４月 ㈱日本保育サービス取締役

兼 経営企画本部長 兼 広報部長
2023年１月 ㈱ジェイキッチン広報部長

㈱日本保育教育総合研究所広報部長
2023年４月 当社執行役員

㈱日本保育サービス取締役
㈱ジェイキッチン取締役
㈱日本保育教育総合研究所取締役

2025年10月 当社執行役員 兼 経営企画部長（現任）
㈱日本保育サービス取締役 兼 経営企画部長(現
任)
㈱ジェイキッチン取締役 兼 経営企画部長(現任)
㈱日本保育教育総合研究所取締役 兼 経営企画部
長（現任）
㈱子育てサポートリアルティ経営企画部長(現任)

2026年１月 ㈱ワンズウィル代表取締役社長（現任）

−株

【取締役候補者とした理由】
当社グループにおいて経営企画業務に従事し、中長期戦略の立案・推進、予算管理、事業ポートフ

ォリオの最適化など、経営の中枢機能を担ってまいりました。経営環境の変化を的確に捉えた戦略立
案力と、高い実行力を有し、事業成長及び収益性向上に貢献してきた実績を有しております。これら
の経験と知見を活かし、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待されるた
め、候補者といたしました。
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（注）1．柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、ロバート アンソニー クリソル サラザール氏及び藁谷友紀
氏は、社外取締役候補者であります。なお、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、ロバート アン
ソニー クリソル サラザール氏及び藁谷友紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して届け出ております。

２．柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、ロバート アンソニー クリソル サラザール氏及び藁谷友紀
氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって、柏女霊
峰氏は６年、佐竹康峰氏は４年、後藤田由紀氏は３年、ロバート アンソニー クリソル サラザール氏
及び藁谷友紀氏は１年となります。

３．当社は、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、ロバート アンソニー クリソル サラザール氏及び
藁谷友紀氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を600万円または法令が規定
する額のいずれか高い額としております。また、各氏の選任が承認可決された場合、当社は各氏との
間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

４．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被
保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識し
て行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補
者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。

５．柏女霊峰氏は、豊島区児童福祉審議会の委員長を兼務し、同審議会には同区内の保育所の認可に関す
る審査を行う部会があります。他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
本定時株主総会終結時をもって、監査等委員である取締役５名全員は任期満了となります。

つきましては、機動的に意思決定が行えるよう、これを１名減員し監査等委員である取締役４名
の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得
ております。
監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

１

関
せき

博
はく

文
ぶん

(1952年１月21日生)

1977年５月 ㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
1980年10月 ㈱東拓企画非常勤取締役
1981年６月 ㈱土木通信社取締役
1983年５月 ㈱東拓企画取締役企画部長
1987年４月 ㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
1988年５月 ㈱東拓企画代表取締役社長
1990年４月 ㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
1991年３月 ㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
1997年５月 ㈲創発コーポレーション取締役
2000年７月 ㈱アトリウム アドバイザリー
2002年２月 ㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバ

イザリー
2004年３月 ㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役（現

任）
2006年11月 ㈱LIU取締役会長（現任）
2007年２月 ㈱アトリウム建設アドバイザリー
2017年８月 ㈲創発コーポレーション代表取締役（現任）
2017年９月 ㈱東拓企画取締役会長（現任）
2018年10月 当社常勤監査役

㈱日本保育サービス監査役（現任）
㈱ジェイキッチン監査役（現任）
㈱日本保育教育総合研究所監査役（現任）

2020年６月 当社取締役(監査等委員)（現任）
2023年６月 ㈱子育てサポートリアルティ監査役（現任）
2024年２月 ㈱ワンズウィル監査役（現任）

−株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培われた企業経営に関する高い知見を有して

おります。その知見をもとに様々な角度から監査を行い、経営の健全性、適正性の確保に努めていた
だいております。これらの知見と実績から、監査等委員として適切な人材と判断し、候補者といたし
ました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

２

社外
伊
い

丹
たみ

俊
とし

彦
ひこ

(1953年９月２日生)

1980年４月 東京地方検察庁検事 任官
2005年４月 東京地方検察庁公安部長
2010年６月 最高検察庁総務部長
2012年７月 東京地方検察庁検事正
2014年７月 最高検察庁次長検事
2015年12月 大阪高等検察庁検事長
2016年11月 弁護士登録（長島・大野・常松法律事務所顧問）
2018年３月 ㈱北國新聞社社外監査役
2018年６月 ㈱セブン銀行社外取締役

戸田建設㈱社外取締役（現任）
2020年６月 当社社外取締役(監査等委員)（現任）
2025年９月 ＷＩＮ法律事務所弁護士（現任）

−株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
会社経営に直接関与したことはありませんが、検事及び弁護士としてコーポレートガバナンス及び

企業コンプライアンスについて長年携わり、豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、当社の経
営に対し、客観的な立場で適切な助言をいただいております。これらの見識と実績から監査等委員と
して適切な人材と判断し、候補者といたしました。

３

社外
鶴
つる

谷
や

明
あき

憲
のり

(1957年６月８日生)

1983年４月 警察庁入庁
1998年３月 茨城県警察本部警務部長
1999年８月 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
2001年２月 兵庫県警察本部刑事部長
2003年２月 内閣情報調査室国際部総括
2007年４月 和歌山県警察本部長
2008年８月 警察庁国際捜査管理官（ICPO東京支局長）
2013年６月 財務省四国財務局長
2016年９月 近畿管区警察局長
2017年11月 プルデンシャル生命保険㈱顧問
2018年４月 ㈱ユニカフェ社外取締役
2018年４月 日の出ホールディングス㈱社外取締役（現任）
2018年６月 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパ

ン㈱顧問
2020年４月 UCCホールディングス㈱顧問
2020年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年８月 公益財団法人アジア共生教育財団副理事長(現任)
2021年１月 一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理

事（現任）
2023年４月 暴力団被害救済基金評議員（現任）
2023年７月 公益財団法人公益事業支援協会副理事長（現任）
2023年12月 日新火災海上保険㈱顧問（現任）
2025年12月 ㈱ダック技研社外取締役（現任）
2026年１月 ㈱ベストウェイ顧問（現任）

−株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
会社経営に直接関与したことはありませんが、企業の危機管理、コンプライアンスに関する幅広い

見識を有しており、当社の経営に対し、客観的な立場で適切な助言をいただいており、これらの見識
と実績から、監査等委員として適切な人材と判断し、候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社の株式数

４

新任 社外
住
すみ

本
もと

和
かず

司
し

(1960年11月29日生)

1983年４月 ㈱ダスキン入社九州業務推進室配属
2003年12月 同社クリーンサービス企画部長
2012年４月 同社レントオール事業部長
2014年６月 同社取締役
2019年４月 同社取締役常務執行役員
2020年６月 同社取締役COO
2026年４月 同社顧問（現任）

−株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたり事業運営及び組織マネジメントに従事し、豊富な経験と高い見識を有しております。

また、サービス事業における現場起点の経営、人材育成及び品質管理に関する深い知見を有しており、
当社グループが推進する事業の高度化及び持続的成長に資する有益な助言・監督を期待しており、候
補者といたしました。

（注）１．伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び住本和司氏は、社外取締役候補者であります。なお、伊丹俊彦氏及び鶴
谷明憲氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、住本和
司氏が原案通り選任された場合、新たに独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

２．伊丹俊彦氏及び鶴谷明憲氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である
社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって６年となります。

３．当社は、関博文氏、伊丹俊彦氏及び鶴谷明憲氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額を600万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。なお、各氏の選任が承
認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、住本和司氏
の選任が承認された場合、当社は同様の責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被
保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受け
ることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識し
て行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補
者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。

５．住本和司氏が顧問を務める株式会社ダスキンと当社は業務提携契約を締結しております。また、株式
会社ダスキン（または同社グループ）は当社の取引先ですが特別な関係（特定関係事業者等）はあり
ません。なお、他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上
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事 業 報 告

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1） 事業の経過及びその成果

当連結会計年度(2025年４月１日〜2026年３月31日)におけるわが国経済は、雇用・所
得環境の改善を背景に、景気は緩やかに回復しているものの、物価上昇が継続するなかで
消費者の実質賃金向上は力強さを欠き、生活防衛意識は依然として根強く、消費の選別化
が進んでおります。また、人手不足の常態化やエネルギー価格の変動、さらには国際情勢
の不安定さなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループが属する子育て支援事業を取り巻く環境は、厚生労働省が公表した人口動

態統計の速報値(2025年１月〜12月)における出生数は、前年同期比2.1％減の70万5,809
人の10年連続での減少となり、少子化の加速が依然として深刻な状況で推移しておりま
す。
このような状況のなか、政府は2023年４月に「こども基本法」を施行し、同年12月に

こども施策を総合的に推進するための「こども大綱」に基づく、少子化や人口減少を解消
すべく「こども未来戦略」を公表し、「次元の異なる少子化対策」として2024年度から
2026年度末までの３年間の加速化プランを示しております。具体的には、「こども未来戦
略方針」に基づき、「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の
所得向上に向けた取組」（児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、地方自治体の取組
への支援による医療費等の負担軽減、奨学金制度の充実など高等教育費の負担軽減、個人
の主体的なリ・スキリングへの直接支援、子育て世帯に対する住宅支援の強化）、「全ての
こども・子育て世帯を対象とする支援の拡充」（妊娠期からの切れ目ない支援の拡充や幼児
教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園制度」の創設など）、「共働き・共育ての推進」
（男性育休の取得促進や育児期を通じた柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立
支援）を掲げ、施策が推進されております。こうした様々な少子化対策が推進される一方
で、保育所における待機児童問題は、受け皿の整備により大幅に減少したことを踏まえ、
2024年12月にこども家庭庁は「保育政策の新たな方向性」を公表しました。ここでは
「保育の量の拡大」から「保育の質の確保充実」を図ること等を示し、保育所においては更
なる質的向上が求められるとともに、少子化対策による様々な施策の推進強化から、今後
も子育て支援市場の拡大が見込まれるものと考えております。
また、自治体独自の施策として、東京都では、2025年９月１日から、０歳から２歳まで

の第１子の保育料が無償化されました。これは都独自の少子化対策として、所得にかかわ
らず都内の認可保育所などを利用する全ての家庭が対象となり、３歳から５歳までの第１
子については、すでに国の制度で無償化されていますが、この新制度で０歳から２歳まで
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が加わり、都内の子どもの保育料負担が実質ゼロになります。さらに、学童クラブにおい
ては待機児童が依然として解消されない状況にあることから育成環境の整備が課題であり、
新たに「東京都認証学童クラブ」の開設に向けた対応を行うなど、政府・自治体において
子育てをしやすい環境整備が促進されることからも子育て支援事業の社会的な役割は、ま
すます重要性が増すものと考えられます。
このように、政府・自治体による少子化対策として子育て環境の整備や学童クラブにお

ける待機児童解消に向けた様々な施策が推進される一方で、少子化が加速する地域におい
ては、児童数の獲得に向けた競争が激化しており、持続的な成長と更なる収益拡大に向け
た構造改革及び新規事業の開発・早期収益化が必要と考えております。
当社グループは、各種施策の進捗状況や外部環境等の変化を鑑み、ローリング方式にて

中期経営計画を見直し、重点目標に関しては更なる競争優位性と経営基盤の改善・改革を
図るべく、継続して「成長・競争優位性の確立」「収益構造改革」「経営基盤改革」を掲げ
取り組みを強化してまいりました。
具体的には、「成長・競争優位性の確立」に関しては、中長期の成長戦略に向け、各自治

体と連携した新たな事業展開、海外事業の強化・推進を図るとともに、英語を軸とした新
規事業としてALT(外国語指導助手)事業及びインターナショナルスクール(認可外保育施設)
の準備を進め、2026年４月より運営を開始いたします。また、乳児期・幼児期・学童期を
一貫した子育て支援体制の確立に向けた保育園と学童クラブ・児童館と連携したドミナン
ト戦略により、現在の学童クラブ・児童館を２倍の200施設に拡大すべく、新規受託を促
進するとともに2026年４月より東京都認証学童クラブの開設を行います。これらの取り組
みにより、既存事業及び事業領域の拡大と合わせて積極的なM&Aの推進、競争優位性とし
ての学習プログラムの拡充や新業態の新設、保護者の困りごとを解決する様々な差別化戦
略を実行することで、子育て支援を取り巻く社会問題の解決に向けた施策を推進してまい
ります。
さらに、各地域の自治体と連携することで、子育て環境整備に向けた協定の締結や企業

版ふるさと納税を活用した寄付等、地方創生に向けた様々な支援活動を実施しております。
各地域でのエリア対応強化として、株式会社テレビ熊本、グループ会社である株式会社
TKUヒューマン及びその関係者と九州地域において、子育て支援活動を通じた社会への貢
献、地方創生活動の取り組みとして、2025年６月に合弁会社「株式会社JPホールディン
グス九州」を設立し、両社のノウハウを融合したALT事業及び英語に特化した子育て支援
施設の運営、自治体と連携した子育て環境の整備・改善等による地域社会への貢献や地域
活性化に取り組んでまいりました。
「収益構造改革」に関しては、事業構造を見直し、ムダな業務の是正、ICT化による運営

の効率化による収益性向上を図るとともに、業務プロセス改革やシステム導入による更な
る業務改善を推進しております。
「経営基盤改革」に関しては、当社グループの事業の要は「人」であることから人財教
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育・研修体制を拡充するとともに、優秀な人財確保・育成と従業員のエンゲージメントを
向上させることで意識改革に繋げてまいりました。これにより、持続的な成長と優位性を
支えるべく、人財戦略、グループガバナンスの強化を図っております。
当社グループは、更なる成長戦略として新規事業の早期展開と収益化、既存事業の拡大

に向けた「選ばれ続ける園・施設づくり」の推進、更なる事業規模の拡大に向けたM&Aを
積極的に推進することで、持続的な成長と当社グループの経営理念である「子育て支援を
通じて笑顔溢れる社会づくりに貢献します」の実現を図ってまいりました。
新規施設の開設・受託につきましては、2026年３月期連結累計期間において、認可保育

園からこども園へ移行２園、学童クラブ・児童館25施設となり、こども園への移行施設を
除き25施設を新規受託するとともに、特徴ある保育園として、認可保育園からバイリンガ
ル保育園へ６園、認可保育園からスポーツ保育園へ２園を移行しました。
その結果、2026年３月末における保育園の数は203園、こども園は６園、学童クラブは

118施設、児童館は16施設、交流館は２施設となり、子育て施設等の施設合計は345施設
となりました。

以上より、当社グループの連結売上高は43,325百万円（前年同期比5.3%増）、営業利益
は6,533百万円（同12.5%増）、経常利益は6,617百万円（同13.0%増）、親会社株主に帰
属する当期純利益は4,284百万円（同9.3%増）となりました。

売上高においては、バイリンガル保育園などの特徴ある保育園の運営や、幼児学習プロ
グラムの拡充による「選ばれ続ける園・施設づくり」の取り組みにより、児童数(乳児)の
増加、新規施設の受託、補助金の最大化に向けた対応、及び保育士の処遇改善に伴う補助
金の増額等により、前年同期比5.3%増収となり、過去最高を更新しました。
営業利益及び経常利益においては、前期末から導入した年間２回（９月・３月）の株主

優待制度の費用計上及び物価高騰に伴う食材費等、前年同期と比較して費用が増加しまし
たが、「選ばれ続ける園・施設づくり」に向けた各種施策による児童数(乳児)の増加や、補
助金の最大化に向けた対応により収益が増加したこと等から営業利益は前年同期比12.5%
増、経常利益は前年同期比13.0%増と過去最高を更新しました。
親会社株主に帰属する当期純利益においては、前期に本社所在地域の再開発に伴う本社

移転に関連した補償を特別利益として201百万円を計上したものの、新規施設の受託や児
童数(乳児)の増加等から収益が増加したことにより、前年同期比9.3%増と過去最高を更新
しました。
持株会社として当社は子会社への経営指導及び管理を行い、主な収入は各子会社からの

経営指導料及び配当であり、当期の事業活動の結果、売上高は4,230百万円(前年同期比
6.6%増)、営業利益は2,276百万円(同0.3%増)、経常利益は2,443百万円(同1.3%増)、当
期純利益は2,070百万円(同0.9%減)となりました。
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（2） 設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました企業集団の設備投資の総額は337百万円で、その主

なものは次の通りであります。
セ グ メ ン ト の 名 称 設 備 の 内 容 投資金額（千円）

子 育 て 支 援 事 業

ASC International School 浦 和 美 園 82,626
本 社 及 び 名 古 屋 支 店 78,745
ア ス ク 学 童 ク ラ ブ 茗 荷 谷 26,859
ア ス ク 学 童 ク ラ ブ 綾 瀬 23,462
ア ス ク 日 吉 本 町 第 二 保 育 園 6,225
ア ス ク 石 神 井 台 保 育 園 4,392
ア ス ク 武 蔵 小 金 井 南 口 保 育 園 2,783
ア ス ク 宮 前 平 保 育 園 2,534
ア ス ク お ぎ く ぼ 保 育 園 2,236
ア ス ク 共 和 東 保 育 園 1,877

（3） 資金調達の状況
借入金 −千円

（4） 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。
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（5） 他の会社の事業の譲り受けの状況
該当事項はありません。

（6） 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（7） 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

（8） 財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分 第31期
2023年３月期

第32期
2024年３月期

第33期
2025年３月期

第34期
（当連結会計年度）

2026年３月期
売 上 高 35,507,855 37,856,480 41,147,032 43,325,923
営 業 利 益 3,667,265 4,584,821 5,809,002 6,533,894
経 常 利 益 3,745,210 4,523,503 5,858,004 6,617,311
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,698,489 2,929,157 3,920,895 4,284,697

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 31.18円 34.38円 45.91円 50.07円
総 資 産 35,694,756 36,889,511 37,622,519 38,209,054
純 資 産 13,584,013 16,108,119 19,508,514 22,935,888
１ 株 当 た り 純 資 産 額 159.53円 188.71円 228.06円 267.77円
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（9） 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 日 本 保 育 サ ー ビ ス 99,000千円 100％ 子育て支援
株 式 会 社 ジ ェ イ キ ッ チ ン 10,000千円 100％ 給食の請負

株式会社日本保育教育総合研究所 10,000千円 100％
物品販売、英語教室・体操教室及び
音楽教室の請負、研修の請負、子育
てプラットフォームの運営、研究、
保育所等訪問支援事業

株式会社子育てサポートリアルティ 10,000千円 100％ 不動産賃貸に関する仲介、斡旋事業
株 式 会 社 ワ ン ズ ウ ィ ル 3,000千円 100％ 労働者派遣事業
株式会社JPホールディングス九州 10,000千円 50% 子育て支援、ALT事業
（注）1．特定完全子会社に該当する子会社はありません。

2．株式会社JPホールディングス九州は、2025年６月６日に当社と株式会社テレビ熊本、グループ会社
である株式会社TKUヒューマン及びその関係者との合弁会社となり、出資比率は50%でありますが、
実質的に支配をしているため子会社としたものです。

3．株式会社日本保育教育総合研究所は、2025年７月１日付で商号を株式会社日本保育総合研究所から
変更いたしました。

（10） 対処すべき課題
① 安全・安心の確保の徹底

当社グループでは、お預かりしているお子様・保護者の皆様・取引先・従業員の安全確
保を最優先に考えた対策を徹底するとともに「保育委員会」「安全管理委員会」による現
場の様々な課題の対策、業務の見直しを図ることで、更なる安全・安心な運営体制づくり
に取り組んでまいります。

② 子育て支援の質的向上
当社グループでは、各施設に対応する従来からの組織運営体制に加え、子育て支援の質

的向上、安全管理体制の徹底強化を図るべく委員会制度を導入し、各子育て支援施設に従
事する職員のケア、新人事制度の導入による働き方改革の推進、研修による教育体制の拡
充などにより子育て支援の質的向上に努めております。
また、当社グループは全国で300施設を超える保育園・学童クラブ・児童館・交流館等

を運営しており、乳児期・幼児期・学童期を通じ12年間にわたって支援できる当社なら
ではの強みを活かし、お子様の成長に合わせた様々な対応を図ってまいります。
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③ 受入児童数の拡大
当社グループは、「選ばれ続ける園・施設づくり」を目指し、従来から実施している英

語・体操・音楽・ダンスに加え、新たな幼児学習プログラムの導入、「バイリンガル保育
園」「モンテッソーリ式保育園」「スポーツ保育園」など、特徴ある保育園を運営するとと
もに保育の質的向上と合わせ、様々な取り組みを進めております。新たに保育園を開設す
るだけでなく、地域社会との共生や様々な取り組みによる特徴のある保育の拡充、質の高
い保育士確保により既存施設の受入児童の拡大に努めております。
また、当社グループでは、自治体ごとの待機児童の状況や保育士の採用状況及び投資効

率等を総合的に勘案し、新規施設と既存施設双方への保育士配置のバランスをとりながら
受入児童の拡大とともに「選ばれ続ける園・施設づくり」を目指しております。

④ ドミナント戦略に基づく一貫した子育て支援の体制を確立
当社グループは、乳児期・幼児期・学童期を一貫した子育て支援体制の確立に向け、保

育園と学童クラブ・児童館と連携したドミナント戦略により、現在の保育園と同等の学童
クラブ・児童館の施設数に拡大すべく新規施設の受託並びに東京都認証学童クラブの新規
施設の開設を推進強化いたします。また、東京都認証学童クラブ事業に基づく、新規施設
の開設は学童クラブの待機児童解消に向けた重要な役割を担っております。
さらに、新規施設の受託及び開設の量的拡大のみならず質的強化として「探究学習」を

主体とした様々な体験学習プログラムや英語を核としたネイティブな専任講師を配置した
プログラムを実施しております。

⑤ 保育士確保に向けた施策
子育て支援サービスには、保育士資格を有する人材の確保が不可欠であります。
当社グループでは、年間を通じて全国各地で採用活動を行うとともに、従業員の給与引

き上げや人事評価制度の見直しを実施してきました。また、保育士養成講座による資格取
得支援も行っており、より働きやすい制度と仕組みづくりに取り組んでおります。

⑥ 業務の効率化及び情報の管理
業務の効率化と収益性の向上として、保育士の業務負担の軽減を図り、より運営に専念

できる体制づくりとしてＩＣＴ化を推進するとともに、経営管理・収益管理の体制強化と
高度化を図るべく、システム化・ＡＩ活用、組織体制の見直し、人員配置の最適化、業務
の見直しなどにより業務効率と収益改善に取り組んでおります。
また、システム導入に際しては、情報漏洩等に対するセキュリティの強化を図るととも

に、管理体制の整備も同時に進めております。
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⑦ 人財への投資
当社グループは、保育の質的向上と安全確保のため、情熱と適性を有する人財を採用

し、その人財が持つポテンシャルを最大限に引き出すための教育を継続的に実施していく
ことが不可欠であると考えております。そのため、社内で行う研修においては、保育・育
成に関する様々な知見を取り込むとともに、有識者による研修、社外の勉強会、階層別研
修などを積極的に導入・活用し、人財のレベルアップを図っております。
また、それぞれの従業員には、公正かつ継続的に教育機会を提供し、一人ひとりが強み

を認識し持ち味を存分に高め発揮できる育成施策を講じてまいります。国際性・職歴・年
齢の面を含む多様な人財の育成・確保に努めてまいります。

⑧ 新規事業の取り組みによる収益基盤拡大
当社グループが運営する施設の多くは公費で運営されており、事業が安定的に推移する

一方で、政策や制度変更の影響を受けやすく、政策転換による事業への影響が懸念されま
す。
このような環境を踏まえ、当社グループでは子育て支援事業に関する周辺事業を中心

に、新規事業の開発・推進により、収益基盤の拡大に取り組んでおります。
新規事業として、自治体と連携した新たな学習プログラムとしてALT(外国語指導助手)

事業の展開を行ってまいります。また、様々な学習機会やプログラムの創出及び国内の労
働力不足の解消に向け、技能・技術を有する有能な外国人の派遣及び特定技能外国人の支
援事業とともに更なる事業規模拡大に向け外国人就労者の紹介事業を送り出し機関並びに
現地の教育機関と連携し強固に推進してまいります。
また、当社グループの子育て支援事業のノウハウを活用し、保育士・看護師・介護士の

専門人材を国内の企業へ紹介・派遣する新たな事業を推進いたします。
さらに、国内の事業に留まることなく、グローバルに事業展開を推進してまいります。
東南アジアを中心に子育て支援事業を現地の優良企業及び教育機関と連携し推進してま

いります。
当社グループでは、発達支援事業の対応強化、保育所等訪問支援事業など、発達が気に

なるお子様の支援を行ってまいりました。これまでの子育て支援のノウハウと高い専門性
に基づく発達支援の対応を活かし、発達障害の可能性があるお子様へのサポートを拡充す
べく、巡回サービスを行うことで、より多くのお子様と保護者に寄り添った子育て支援を
行ってまいります。
当社グループは、事業規模の拡大として資本提携・業務提携に関しても積極的に推進す

るとともに、国内での展開に留まることなく、これまで培ってきたノウハウをグローバル
に展開してまいります。
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⑨ グローバル対応の強化
当社グループは、持続的な成長と更なる事業規模の拡大を捉え、これまで培ってきた子

育て支援のノウハウを活用し、海外の事業者との提携・連携による新たな事業を創出いた
します。具体的には東南アジアを中心に現地の優良企業と連携した子育て支援施設、教育
機関と連携した専門知識をもつ外国人による新たな教育事業、専門人材の紹介・派遣事業
を推進してまいります。

⑩ コンプライアンスへの取り組み
児童福祉法をはじめとする各種関連法令の遵守を厳格に実行するとともに、お客様の個

人情報についても法律に則った取り扱いを徹底しております。コンプライアンスへの取り
組みとして、内部監査室、財務経理部、人事・採用部等、それぞれの分野において高い専
門性と豊富な経験を有する人財の採用を行うとともに、社内規程の整備・拡充、社員教育
の徹底によるコンプライアンスへの意識を高め、法令遵守を徹底してまいります。

⑪ 社会貢献
企業の持続的な成長のため、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業

員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災
害等への危機管理など、あらゆるステークホルダーとの適切な協働により、サステナビリ
ティの課題に取り組んでまいります。
また、子育て支援プラットフォーム「コドメル」では、当社グループの各施設等に寄付

BOXを設置し、お子様の成長過程のなかで必要でなくなった子育て関連商品を寄付いた
だき、リユースし子育て世代の方に提供することで資源を有効活用し、環境負荷の低減や
処理費用の削減をはじめとした地球環境の保全に配慮した取り組みを行っております。
さらに企業・自治体と連携し、子どもたちに様々な体験プログラムを提供することで、

将来の夢やなりたい姿を想像できる機会を創出いたします。
当社グループは、経営理念である「子育て支援を通じて笑顔溢れる社会づくりに貢献し

ます」の考えに基づき、環境に配慮したよりよい社会づくりに貢献してまいります。

⑫ 企業価値向上への取り組み
当社グループは、待機児童問題、児童虐待など社会的な問題解決に向け、各施設での

様々な子育て支援活動や地域と連携した対応などにより子育ての環境整備に取り組んでま
いります。また、安全・安心を第一優先に質の高い子育て支援を実現することで更なる保
育の質的向上に繋げてまいります。
当社グループは、「選ばれ続ける園・施設づくり」を目指して、こうした各施設の子育

て支援活動に加え、地域との共生を図り、よりよい社会環境づくりに貢献してまいりま
す。
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⑬ 設備資金確保のための資金調達と財務基盤の安定性の確保
継続的に保育園を開園するためには、設備費用等の資金を安定的に確保することが重要

となります。
当社グループでは財務の健全性を追求しつつも、必要資金を安定的に調達していくた

め、金融機関からの借入れに限定せず、社債の発行や株式の発行も含めて財務政策を検討
しております。

（11） 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループの主要な事業は子育て支援事業であり、保育園、こども園、学童クラブ、

児童館、交流館の運営を行っております。また、幼児学習プログラム、給食の請負、食
育・食農、不動産仲介業や不動産賃貸業、不動産管理業、不動産コンサルティング業など、
子育て支援事業に関する様々な不動産事業及び国内外の専門知識をもつ人材を紹介・派遣
する人材紹介・派遣事業を行っております。
なお、現在展開しております保育園は、指定管理者制度による公設民営保育園、自社運

営による運営委託保育園、保育園と幼稚園の両方の機能をあわせ持ち、就労状況にかかわ
らず全ての子どもが利用できる認定こども園、東京都認証保育所制度や企業主導型保育事
業等による認可外保育園の４形態で運営いたしております。学童クラブ、児童館、交流館、
渋谷区放課後クラブ「クラブ事業コーディネート」業務は主に自治体からの運営委託によ
るものであります。

（12） 主要な事業所（2026年３月31日現在）
本 社 ……… 東京都港区港南一丁目２番70号
名 古 屋 支 店 ……… 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目38番２号

保 育 園 ……… 203園
こ ど も 園 ……… ６園
学 童 ク ラ ブ ……… 118施設
児 童 館 ……… 16施設
交 流 館 ……… ２施設
そ の 他 ……… 渋谷区放課後クラブ「クラブ事業コーディネート」業務
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（注）１．当期中の増設
[学童クラブ]
一小学童保育所C（2025年４月）、三鷹市一小スマイルクラブ（2025年４月）、調布市立たきざか
第１学童クラブ（2025年４月）、調布市立たきざか第２学童クラブ（2025年４月）、松原第２児童
クラブB（2025年４月）、台東育英小学校放課後子供教室（2025年４月）、さくら第一学童クラブ
（2025年４月）、じゅんとく学童クラブ（2025年４月）、夢が丘小学童クラブ（2025年４月）、長
谷戸小学校放課後クラブ（2025年４月）、猿楽小学校放課後クラブ（2025年４月）、練馬区橋戸小
ねりっこひろば（2025年４月）、練馬区橋戸小ねりっこ学童クラブ（2025年４月）、寺前小学生ク
ラブ（2025年４月）、第一小学校小学生クラブ（2025年４月）、小金井市立まえはら第１学童保育
所（2025年４月）、小金井市立まえはら第２学童保育所（2025年４月）、小金井市立まえはら暫定
第３学童保育所（2025年４月）、豊明市西部児童クラブ（2025年４月）、豊明市舘小学校放課後子
供教室（2025年４月）、豊明市南部児童クラブ（2025年４月）、豊明市豊明小学校放課後子供教室
（2025年４月）

[児童館]
豊明市ひまわり児童館（2025年４月）、豊明市西部児童館（2025年４月）、豊明市南部児童館
（2025年４月）

２．当期中の撤退
該当ありません。

３．当期末での撤退
[保育園]
アスク宮前平えきまえ保育園（2026年３月）、川口市立青木保育所（2026年３月）

[学童クラブ]
プレディ日本橋（2026年３月）

４．当期末後の増設
[学童クラブ]
兵庫小学校きらきらこども（2026年４月）、高嶺小学校きらきらこども（2026年４月）、東郷小学
校きらきらこども（2026年４月）、音貝小学校きらきらこども（2026年４月）、諸輪小学校きらき
らこども（2026年４月）、春木台小学校きらきらこども（2026年４月）、江東きっずクラブ三大
（2026年４月）、練馬区立北町児童館学童クラブ（2026年４月）、足立区栗島学童保育室（2026年
４月）、三鷹市北野小学童保育所Ｂ分室（2026年４月）、松原第２児童クラブＣ（2026年４月）

[児童館]
練馬区立北町児童館（2026年４月）

[東京都認証学童クラブ]
アスク学童クラブ綾瀬（2026年４月）、アスク学童クラブ茗荷谷（2026年４月）

[インターナショナルスクール]
ASC International School 浦和美園（2026年４月）

[その他]
朝の見守り事業「プログラムコーディネート」業務（2026年４月）、令和８年度アントレプレナー
シップ育成プログラム企画等支援業務（2026年４月）
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（13） 従業員の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
4,209（2,889）名 52（116）名

（注）従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数につきましては年間の平均人員を（ ）外数で記載しており
ます。なお、臨時雇用者はパートタイマー、アルバイト、受入れ派遣スタッフを含んで記載しておりま
す。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

82（18）名 △1（△1）名 41.1歳 5.4年
（注）従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数につきましては年間の平均人員を（ ）外数で記載しており

ます。なお、臨時雇用者はパートタイマー、アルバイト、受入れ派遣スタッフを含んで記載しておりま
す。
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（14） 主要な借入先（2026年３月31日現在)
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 916,250千円
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 844,300千円
株 式 会 社 横 浜 銀 行 666,932千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 518,702千円
株 式 会 社 東 邦 銀 行 485,000千円
信 金 中 央 金 庫 320,000千円
株 式 会 社 あ い ち 銀 行 298,700千円
株 式 会 社 百 五 銀 行 257,725千円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 200,000千円
株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 174,974千円
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 146,387千円
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100,000千円
株 式 会 社 京 都 銀 行 92,513千円
株 式 会 社 千 葉 銀 行 77,408千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 53,750千円
株 式 会 社 東 京 ス タ ー 銀 行 51,800千円
株 式 会 社 静 岡 銀 行 50,000千円
株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 30,000千円
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 9,500千円

（注）１．株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あいち銀行、株式会
社大垣共立銀行の借入金残高には、株式会社三井住友銀行を主幹事とする金融機関５行によるシン
ジケートローンの残高150,000千円が含まれております。

２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約をし
ております。
当期末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は以下の通りであります。
貸出コミットメントの総額 6,000,000千円
借入実行残高 −千円
差引額 6,000,000千円

（15） その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1） 発行可能株式総数 295,000,000株
（2） 発行済株式の総数 85,638,477株（自己株式数 2,210,923株を除く）
（3） 株主数 40,657名
（4） 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ダ ス キ ン 26,989,100株 31.51％
ジ ェ イ ・ ピ ー 従 業 員 持 株 会 5,515,559株 6.44％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,412,000株 5.15％
ほ が ら か 信 託 株 式 会 社 信 託 口 Ａ − １ 3,219,100株 3.75％
王 厚 龍 2,320,000株 2.70％
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２
Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ
Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ Ｓ ／ Ｕ Ｃ Ｉ Ｔ Ｓ Ａ Ｓ Ｓ Ｅ Ｔ Ｓ

2,275,000株 2.65％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 1,730,200株 2.02％
山 口 洋 1,496,900株 1.74％
守 屋 八 潮 建 設 株 式 会 社 874,700株 1.02％
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口） 790,900株 0.92％
（注）当社は、自己株式2,210,923株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比

率は自己株式を控除して計算しております。

（5） 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りです。
当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株価上昇及

び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を交
付する株式報酬制度を導入しております。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

区分 株式数(株) 交付対象者数(人)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取
締役を除く。) 38,204 ２
社外取締役(監査等委員である取締役を除
く。) − −
監査等委員である取締役 − −
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（6） その他株式に関する重要な事項
当社は2026年１月26日開催の取締役会において、当社株式の保有を通じて資産形成を

成し、勤労意欲を向上させることに加えて、より一層の従業員の経営参画意識の高揚を図
るとともに、当社の中長期的な株主価値に対するモチベーション向上を目的として、第三
者割当による自己株式の処分を行うことを決議し、同3月26日に自己株式を以下の通り処
分しております。
処分期日 2026年３月26日
処分株式の種類及び株式数 当社普通株式 59,355株
処分価額 １株につき金711円
処分総額 金42,201,405円
処分方法 第三者割当の方法による
処分先 ジェイ・ピー従業員持株会

３．会社の新株予約権等に関する事項
（1） 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2026年３

月31日現在）
該当事項はありません。

（2） 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1） 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 坂 井 徹

事業開発室長
㈱日本保育サービス代表取締役社長
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
㈱日本保育教育総合研究所代表取締役社長 兼 事業推進部長
㈱子育てサポートリアルティ取締役
㈱ワンズウィル取締役
㈱ＪＰホールディングス九州代表取締役社長
早稲田大学幼児教育開発研究所招聘研究員
一般社団法人全国保育連盟理事長
札幌静修高等学校理事
学校法人明学園理事長
一般社団法人シブタン顧問

取 締 役 柏 女 霊 峰

浦安市専門委員(子育て支援担当)
公益財団法人東京都福祉保健財団理事
社会福祉法人興望館理事
江戸川総合人生大学介護・健康学科長
豊島区児童福祉審議会委員長
柏女総合福祉研究所代表
淑徳大学名誉教授

取 締 役 佐 竹 康 峰 ㈱フィル・カンパニー社外取締役
取 締 役 後 藤 田 由 紀 ―

取 締 役 勝 又 英 博
㈱食材研究所所長
特定非営利活動法人日本香港協会監事
㈱エスポア取締役

取 締 役 ロバート アンソニー
クリソル サラザール

立命館アジア太平洋大学名誉教授
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部客員教員

取 締 役 藁 谷 友 紀

しごと能力研究学会会長
慶應義塾大学SFC研究所上席研究員
早稲田大学名誉教授
早稲田大学総合研究機構システム競争力研究所顧問
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所招聘研究員
いわきヒューマンカレッジ（市民大学）学長
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役
（常勤監査等委員） 関 博 文

㈱日本保育サービス監査役
㈱ジェイキッチン監査役
㈱日本保育教育総合研究所監査役
㈱子育てサポートリアルティ監査役
㈱ワンズウィル監査役
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役
㈱LIU取締役会長
㈲創発コーポレーション代表取締役
㈱東拓企画取締役会長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 伊 丹 俊 彦 戸田建設㈱社外取締役

ＷＩＮ法律事務所弁護士

取 締 役
（監 査 等 委 員） 鶴 谷 明 憲

日の出ホールディングス㈱社外取締役
公益財団法人アジア共生教育財団副理事長
一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理事
暴力団被害救済基金評議員
公益財団法人公益事業支援協会副理事長
日新火災海上保険㈱顧問
㈱ダック技研社外取締役
㈱ベストウェイ顧問

取 締 役
（監 査 等 委 員） 矢 板 賢 公認会計士

取 締 役
（監 査 等 委 員） 山 村 輝 治 ㈱池田泉州ホールディングス社外取締役

㈱ケントク顧問
（注）１．柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、ロバート アンソニー クリソル サラザール

氏、藁谷友紀氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏、山村輝治氏は社外取締役であります。
２．柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、ロバート アンソニー クリソル サラザール

氏、藁谷友紀氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏、山村輝治氏は、株式会社東京証券取引所の
定めに基づく独立役員であります。

３．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重
要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするた
め、関博文氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４．常勤監査等委員関博文氏は、長年にわたる企業経営者としての経験から、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しております。

５．監査等委員矢板賢氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
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（2） 事業年度中に退任した取締役
退任時の会社
における地位 氏名 退任時の担当及び

重要な兼職の状況 退任日

取 締 役 吉 岡 直 美
関連事業部長
㈱日本保育サービス取締役
㈱ジェイキッチン取締役 兼 運営部長

2025年６月24日

取 締 役 關 昭 太 郎

早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事
一般財団法人日本ウズベキスタン・シルクロー
ド財団評議員
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長
兼 理事長
東京ニューシティ管弦楽団理事
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアー
ツ理事最高顧問
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所

2025年６月24日

取 締 役 佐 原 忠 一 − 2025年６月24日

（注）吉岡直美氏、關昭太郎氏、佐原忠一氏は、2025年６月24日開催の第33回定時株主総会終結の時をもっ
て、任期満了により取締役を退任しております。

（3） 責任限定契約の内容の概要
当社と柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、ロバート アンソニー ク

リソル サラザール氏、藁谷友紀氏、関博文氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏及び山
村輝治氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。会社法第423条第１項の責任については、600万円
または同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

（4） 取締役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2025年６月24日に開催された取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針を見直しました。当社の取締役の報酬の概要は次の通りです。
当社の取締役の報酬は、中期経営戦略として、グローバルでの事業展開並びにM&Aな

ど、事業領域の拡大と更なる企業価値向上を捉え、優秀な経営幹部の獲得と中期経営目標
の早期達成のため、各３事業年度を評価対象期間として当該評価対象期間における当社取
締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに役位及び在任期間を考慮した功績倍率
を乗じた金銭報酬（以下、「中長期業績等連動型金銭報酬」といいます。）を導入し、個々
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の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
します。また、常勤の業務執行取締役及び常勤の監査等委員である取締役に対しては健康
診断費用を見合いとした定額の金銭（以下、「健康診断費用報酬」といいます。）を支給し
ます。これにより、具体的には、業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、
譲渡制限付株式、業績連動型譲渡制限付株式、中長期業績等連動型金銭報酬及び健康診断
費報酬により構成し、常勤の監査等委員である取締役については基本報酬及び健康診断費
用報酬により構成し、その他の監査等委員である取締役及び社外取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）についてはその職務に鑑み基本報酬のみとします。
（固定報酬）
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）の基本報酬は、月

例の固定報酬とし、役位、職責、期待される行為、業務執行の有無、在任年数に応じて、
当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、株主総会決議により定められた限度内で、
総合的に勘案して決定するものとします。社外取締役（監査等委員である取締役を除きま
す。）の基本報酬は、期待される行為、会社の業績、取締役（監査等委員である取締役及び
社外取締役を除きます。）の報酬水準を考慮しながら、株主総会決議により定められた限度
内で、総合的に勘案して決定します。監査等委員である取締役の報酬等は、総会決議によ
り定められた限度内で、監査等委員の協議にて決定します。
（業績連動等の非金銭報酬等の概要）
業績連動の非金銭報酬等として、対象取締役に対し業績連動型譲渡制限付株式を交付し

ます。業績連動型譲渡制限付株式は、これを交付するための金銭報酬債権を対象取締役に
対し支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することによ
り割り当てます。各年の金銭報酬債権及び割り当て株式数は、株主総会決議により定めら
れた限度内とし、金銭報酬債権は、対象取締役が上記の現物出資に同意していること並び
に対象取締役（ただし、業績評価期間後最初に開催される定時株主総会終結時点をもって
任期満了により取締役を退任した者を除きます。）が一定の譲渡制限期間及び会社による無
償取得事由等を定める業績連動型譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件とし
て支給します。
各事業年度を業績評価期間とし、目標となる業績指標とその数値を、当社グループの成

長性、収益力及び株式の価値を示すとともに中期経営計画と整合するよう設定し、各年の
交付する業績連動型譲渡制限付株式数の算定方法は、個人別基本報酬額に当該数値目標の
達成度合いに応じた支給割合を乗じ、これを１株当たりの払込金額で除することにより算
定します。なお、この１株当たりの払込金額は対象取締役に特に有利な金額とならない金
額とします。
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当事業年度の業績指標とその数値目標は、当社グループの成長性、収益力及び株式の価
値を示すとともに中期経営計画と整合するように設定するとの観点から、売上高41,904百
万円、営業利益5,653百万円及び税金等調整前当期純利益5,703百万円とし、交付する業
績連動型譲渡制限付株式数の算定に使用する支給割合は、各数値目標の達成率に応じて、
次の通りとしました。

達成率100％以上105％未満 支給割合10％
達成率105％以上110％未満 支給割合12％
達成率110％以上115％未満 支給割合14％
達成率115％以上120％未満 支給割合17％
達成率120％以上 支給割合20％

第33期の業績連動報酬に係る指標と実績は、売上高の目標は38,528百万円、実績は
41,147百万円、営業利益の目標は4,751百万円、実績は5,809百万円、税金等調整前当期
純利益の目標は4,778百万円、実績は6,069百万円です。
（非金銭報酬等の概要）
当社は非金銭報酬等として、上記の業績連動型譲渡制限付株式のほか、譲渡制限付株式

を交付します。譲渡制限付株式は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付するための
金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付す
ることにより割り当てます。各年の金銭報酬債権及び割り当て株式数は、株主総会決議に
より定められた限度内とし、金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意して
いること並びに一定の譲渡制限期間及び会社による無償取得事由等を定める譲渡制限付株
式割当契約を締結していることを条件として支給します。
各年の各対象取締役の金銭報酬債権の金額は、各対象取締役の貢献度等を総合的に勘案

して取締役会において決定した譲渡制限付株式数に１株当たりの払込金額を乗じて算出し
た金額とします。なお、この１株当たりの払込金額は対象取締役に特に有利な金額となら
ない金額とします。
（業績連動等の金銭報酬の概要）
イ．中長期業績等連動型金銭報酬の確定及び支給
対象取締役に対して、各３事業年度を評価対象期間として、当該対象期間における当社

取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに、役位及び在任期間を考慮した功績
倍率を乗じた中長期業績等連動型金銭報酬を支給します。中長期業績等連動型金銭報酬は
評価対象期間ごとに金額を確定するものとし、対象取締役が下記ホに定める内容を含む中
長期業績等連動型金銭報酬に関する契約を締結していることを条件として支給します。
初回の評価対象期間は、第34期（2025年４月１日〜2026年３月31日）から第36期

（2027年４月１日〜2028年３月31日）であり、以後、３事業年度ごとに新たな評価対象
期間として中長期業績等連動型金銭報酬の金額を確定するものとしております。
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ロ．金銭報酬の総額
中長期業績等連動型金銭報酬の金額が確定する各評価対象期間の最終事業年度において

は当該最終事業年度が属する評価対象期間に係る中長期業績等連動型金銭報酬の額、当該
最終事業年度の固定報酬額（健康診断費用報酬を加えた額）及び非金銭報酬の合計額が、
当該事業年度を除く事業年度においては固定報酬額（健康診断費用報酬を加えた額）及び
非金銭報酬の合計額が、年額250百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内。なお、使
用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とします。
当社の監査等委員である取締役の固定報酬額（健康診断費用報酬を加えた額）は、年額

50百万円以内とします。
ハ．中長期業績等連動型金銭報酬の算定方法
中長期業績等連動型金銭報酬の額の算定に際し使用する各数値目標等を算定にあたり必

要となる指標を当社取締役会において決定します。
具体的な算定においては、以下の計算式に基づき、各対象取締役に対する中長期業績等

連動型金銭報酬の額を算定します。
評価実施事業年度における金銭報酬（当該事業年度を含む評価対象期間に係る本件報酬

を含む。）の額の総額が甲の株主総会で決議された取締役の報酬額の総額を超える場合に
は、当該総額を超えない範囲で、各対象者の本件報酬の額を、按分比例等の当社取締役会
において定める合理的な方法により適用法令の範囲内で調整するものとします。
＜各対象取締役に対する金銭報酬額の算出方法＞
次の計算式に基づき算定します。
Ｃ×（Ａ＋Ｄ）＝中長期業績等連動型金銭報酬
(i)Ａ＝最終年月額基本報酬（イ）×３
(ii)Ｂ＝１事業年度当たりの業績評価達成度（ロ）×評価ウェイト（ハ）
(iii)Ｃ＝功績評価倍率（ニ）
(iv)Ｄ＝Ａ×Ｂ（１年目）＋Ａ×Ｂ（２年目）＋Ａ×Ｂ（３年目）

※但し、Ｄが０の場合、「Ｃ×（Ａ＋Ｄ）」のＡに係る数値も０とし、当該評価対象期間の
中長期業績等連動型金銭報酬は発生しません。
※各「Ａ×Ｂ」の計算及び「Ｃ×（Ａ＋Ｄ）」の計算において、１円未満の端数が生じた場
合には切り捨てるものとします。
(イ)最終年月額基本報酬
「最終年月額基本報酬」とは、中長期業績等連動型金銭報酬の評価対象期間に属する最

終月の月額基本報酬（固定額役員報酬）を意味します。
中長期業績等連動型金銭報酬の評価対象期間（以下、「評価対象期間」といいます。）と

は、対象者が中長期業績等連動型金銭報酬に関する契約書を締結した日が属する事業年度
から最初に到来する評価実施事業年度までの期間または評価実施事業年度の翌事業年度か
ら次の評価実施事業年度までの期間を意味します。
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「評価実施事業年度」とは、2027年４月１日から2028年３月31日までの事業年度また
はその後３年ごとに到来する事業年度を意味します。
(ロ)評価指標及び業績評価達成度
中長期業績等連動型金銭報酬の金額は評価対象期間ごとに確定するものとし、各評価対

象期間の中長期業績等連動型金銭報酬は、当該評価対象期間を構成する事業年度ごとに上
記の計算式中の「Ａ×Ｂ」により算出した金額の合計額に功績評価倍率を乗じた金額とし
ています。
業績目標達成度は、各評価対象期間を構成する各事業年度に属する5月に策定・公表する

中期経営計画（ローリングをする場合を含みますが、策定・公表後の当該計画に係る修正、
変更がなされた内容は含みません。以下、「本中期経営計画」といいます。）に基づき、当
該事業年度ごとに算出します。
各事業年度の「業績目標達成度」は、中長期の計画達成に向け、事業性・収益性を評価

しグループ全体の成長性及び収益力を適切に現す指標として営業利益及び税金等調整前当
期純利益とし、当該事業年度の本中期経営計画に記載された評価実施事業年度の「営業利
益」及び「税金等調整前当期純利益」と実際の評価実施事業年度に係る確定した連結損益
計算書に記載する「営業利益」及び「税金等調整前当期純利益」の数値に基づいて、次の
各達成率の和にしたがって計算します。
達成率

・営業利益
達成率100％未満 0％
達成率100％以上105％未満 2.5％
達成率105％以上110％未満 5.0％
達成率110％以上115％未満 7.5％
達成率115％以上120％未満 10.0％
達成率120％以上 15.0％

・税金等調整前当期純利益
達成率100％未満 0％
達成率100％以上105％未満 2.5％
達成率105％以上110％未満 5.0％
達成率110％以上115％未満 7.5％
達成率115％以上120％未満 10.0％
達成率120％以上 15.0％
第36期（2027年４月１日〜2028年３月31日）の業績指標とその数値目標は、営業利

益6,327百万円及び税金等調整前当期純利益6,377百万円としております。
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(ハ)評価ウェイトと評価期間
評価ウェイトは、各事業年度がその属する評価対象期間内において当該期間の始期の事

業年度から起算して何年目の事業年度に該当するか（ただし、当該始期の事業年度は１年
目とします。）により、次の評価ウェイトを適用します。
１年目 20％
２年目 30％
３年目 50％

（注１）対象者が定時株主総会において選任され、速やかに業務執行取締役に就任した場
合（代表取締役である場合は、取締役会において代表取締役に選定され、速やかに代表取
締役に就任した場合）は、当該定時株主総会の開催日の属する事業年度以後の事業年度に
ついて中長期業績等連動型金銭報酬の対象とします。
（注２）対象者が各事業年度の４月１日から当該事業年度に開催される定時株主総会まで
に業務執行取締役（代表取締役である場合には代表取締役）に就任した場合は、当該就任
した日の属する事業年度以後の事業年度について中長期業績等連動型金銭報酬の対象とし
ます。
（注３）上記（注１）（注２）以外の場合は、業務執行取締役（代表取締役である場合には
代表取締役）に就任した日の属する事業年度の翌事業年度以後の事業年度について中長期
業績等連動型金銭報酬の対象とします。但し、取締役会において合理的な理由があると認
めるときは、これと異なる取扱いとすることができます。
(ニ)功績評価倍率
業務執行取締役である対象者について、その役位に応じ、業務執行取締役（代表取締役

である場合には代表取締役）に就任後の最初の中長期業績等連動型金銭報酬の対象となる
事業年度の功績評価倍率は、次の功績評価倍率とします。
・代表取締役
達成率100％未満 0倍
達成率100％以上110％未満 1.5倍
達成率110％以上120％未満 2.0倍
達成率120％以上 2.5倍

・取締役
達成率100％未満 0倍
達成率100％以上110％未満 1.25倍
達成率110％以上120％未満 1.50倍
達成率120％以上 1.75倍

2026年05月26日 15時31分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 39 ―

なお、評価対象期間の経過ごとに、代表取締役は0.25ずつ、代表取締役でない業務執行
取締役は0.20ずつ功績評価倍率が上昇しますが、上限値を設定するものとし、その上限値
は次の功績評価倍率とします。
・代表取締役
達成率100％未満 0倍
達成率100％以上110％未満 2.0倍
達成率110％以上120％未満 3.5倍
達成率120％以上 4.0倍

・取締役
達成率100％未満 0倍
達成率100％以上110％未満 1.50倍
達成率110％以上120％未満 1.75倍
達成率120％以上 2.00倍

（注１）評価対象期間中に役位変更が生じた場合には取締役会が合理的な調整をして功績評
価倍率を計算します。
（注２）達成率は各評価対象期間における各事業年度の各指標の達成度の平均値とします。
(ホ)中長期業績等連動型金銭報酬の支給時期
中長期業績等連動型金銭報酬は、中長期業績等連動型金銭報酬に係る金銭債権の取得を

した取締役が当該取締役を退任してから２か月以内に、当社所定の方法により一括して支
給します。
ニ．発生要件等
中長期業績等連動型金銭報酬は以下の要件を満たした場合に発生するものとします。

(イ)対象者が評価実施事業年度に係る定時株主総会終結前に業務執行取締役（会社法第２
条第15号イに定めるものを意味します。以下同じとします。）の地位を喪失しなかったこ
と
(ロ)一定の非違行為がなかったこと
(ハ)当社取締役会が定めたその他必要と認められる要件を充足すること
ホ．中長期業績等連動型金銭報酬に関する契約の内容
(イ)中長期業績等連動型金銭報酬の没収
当社は、金額が確定した中長期業績等連動型金銭報酬のある対象取締役に一定の非違行

為があったことその他当社取締役会が定めた事項に該当した場合には、当社取締役会が正
当と認める理由がある場合を除き、中長期業績等連動型金銭報酬を没収します。
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(ロ)組織再編等における取扱い
評価対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換

契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当
該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役
会）で承認された場合、会社と協議のうえ取扱いを決定します。
（健康診断費用報酬額）
常勤の業務執行取締役及び常勤の監査等委員である取締役に対し、毎年一定の時期に一

定の金額を金銭にて支給します。
（報酬の種類別の割合）
取締役の種類別の報酬割合については、当社と関連する業種・業態の他社の報酬水準や

当社の発展を担う優秀な経営人材を確保・維持することなどの観点から社外取締役を過半
数として構成する任意の機関である報酬委員会において検討し、取締役会が報酬委員会の
意見を尊重して決定します。なお、常勤の業務執行取締役及び常勤の監査等委員である取
締役に対しては健康診断費用を見合いとして定額の賞与を支給します。その他の監査等委
員である取締役及び社外取締役は固定報酬のみとしています。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬額は、2020年６月25日開

催の定時株主総会において年額250百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内。なお、
使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）と決議されています。当該定時株主総会
終結時点の取締役の員数は９名（うち社外取締役は４名）です。
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2020年６月25日開催の定時株主総会にお

いて年額50百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員であ
る取締役の員数は５名です。
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）の業績連動型譲渡

制限付株式報酬を交付するために支給する金銭報酬債権の総額及び譲渡制限付株式報酬を
交付するために支給する金銭報酬債権の総額の限度額は、2022年６月28日開催の定時株
主総会において、それぞれ年額30.5百万円以内及び年額5.5百万円以内と決議されていま
す。また、対象取締役に割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数及び譲渡制限付株式
の総数は、同株主総会において、同各対象期間につきそれぞれ144,550株以内及び
26,100株以内と決議されています（なお、当社普通株式の株式分割等により割り当てる業
績連動型譲渡制限付株式の総数及び譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には当
該総数を合理的に調整することができます）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等
委員である取締役及び社外取締役を除きます。）の員数は９名（うち社外取締役は７名）で
す。
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③ 当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の個人別の報酬等の
内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の個人別の報酬額等（非金銭報酬等を含

みます。）は、常勤取締役会において原案を作成し、報酬委員会において原案について決定
方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会において報酬委員会の意見の内容
を尊重して決定します。したがって、取締役会は、当該報酬の内容が当社の決定方針に沿
うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議により定められる固定報酬総額の限

度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 支給人員
報酬等の種類別の総額

報酬等の総額
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
(うち社外取締役)

10名
（8名）

66,164千円
（30,200千円）

25,325千円
（−千円）

3,494千円
（−千円）

94,984千円
（30,200千円）

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役)

5名
（4名）

31,200千円
（19,200千円）

−千円
（−千円）

−千円
（−千円）

31,200千円
（19,200千円）

合 計 15名 97,364千円 25,325千円 3,494千円 126,184千円
（注）１．業績連動報酬等は、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度及び中長期業績等連動型金銭報酬制度に基

づく当事業年度における費用計上額（業績連動型譲渡制限付株式報酬：13,451千円、中長期業績等
連動型金銭報酬：11,873千円）を記載しております。

２．非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しており
ます。

（5） 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

柏女霊峰氏は、豊島区児童福祉審議会の委員長を兼務し、同審議会には同区内の保育所
の認可に関する審査を行う部会があります。
その他の社外役員の兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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③ 当該事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 活 動 状 況

取 締 役 柏 女 霊 峰
当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回出席し、児童福祉
及び教育に関する深い見識に基づき有用な意見や提言を行う等、当社
の社外取締役に期待される役割を適切に果たしております。

取 締 役 佐 竹 康 峰
当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、金融分野や事業
推進に関する深い見識に基づき有用な意見や提言を行う等、当社の社
外取締役に期待される役割を適切に果たしております。

取 締 役 後 藤 田 由 紀
当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、幼稚園教諭・保
育士資格保有者としての見識及びボランティア活動での豊富な経験か
ら有用な意見や提言を行う等、当社の社外取締役に期待される役割を
適切に果たしております。

取 締 役 勝 又 英 博
当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、金融分野や企業
経営に関する深い見識に基づき有用な意見や提言を行う等、当社の社
外取締役に期待される役割を適切に果たしております。

取 締 役 ロバート アンソニー
クリソル サラザール

2025年６月の就任後に開催された取締役会13回全てに出席し、日
本、フィリピン、米国の教育・研究分野に関する豊富な経験と見識に
基づき有用な意見や提言を行う等、当社の社外取締役に期待される役
割を適切に果たしております。

取 締 役 藁 谷 友 紀
2025年６月の就任後に開催された取締役会13回全てに出席し、教
育・研究分野での豊富な経験と知見に基づき有用な意見や提言を行う
等、当社の社外取締役に期待される役割を適切に果たしております。
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区 分 氏 名 活 動 状 況

取 締 役
（監査等委員） 伊 丹 俊 彦

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また監査等委員
会15回のうち14回出席し、検事及び弁護士としての豊富な知識と経
験から、適宜意見や助言を行っております。
また、監査等委員会では、客観的な観点から監査体制の強化を推進し
ております。

取 締 役
（監査等委員） 鶴 谷 明 憲

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また監査等委員
会15回全てに出席し、企業の危機管理及びコンプライアンスに関する
豊富な知識と経験から適宜意見や助言を行っております。
また、監査等委員会では、客観的な観点から監査体制の強化を推進し
ております。

取 締 役
（監査等委員） 矢 板 賢

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また監査等委員
会15回全てに出席し、会計及び税務分野に関する豊富な知識と経験か
ら、適宜意見や助言を行っております。
また、監査等委員会では、客観的な観点から監査体制の強化を推進し
ております。

取 締 役
（監査等委員） 山 村 輝 治

当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席し、また監査等委員
会15回全てに出席し、企業経営に関する高い知見から適宜意見や助言
を行っております。
また、監査等委員会では、客観的な観点から監査体制の強化を推進し
ております。

（6） 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役（監査等委員を除く。）、監査等委員である取締役及び当社子会社の役員

を被保険者として、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しております。
保険料は特約部分を含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はあ

りません。
当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、また

は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補
することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起
因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の

対象としないこととされています。
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５．会計監査人の状況
（1） 会計監査人の名称 監査法人東海会計社

（2） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 21百万円

（注）１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人
の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人
の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3） 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（4） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、

必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の
評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、
会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任ま
たは不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1） 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
（業務の適正を確保するための体制）
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

各種規程を整備するとともに、法令及び定款を遵守したコンプライアンス体制の強化を
図り、代表取締役社長以下全取締役をけん制するために、弁護士を委員長とする「コンプラ
イアンス委員会」を設置し、原則、毎月１回開催しております。
当社ではコンプライアンスを単に法令遵守として捉えるのではなく、企業倫理の考えを

含めたものとして捉え、行動準則を制定し周知するとともにコンプライアンス教育・研修
を継続的に行い、より高次元での経営体制を構築します。
また、取締役及び使用人が社内において、法令及び定款違反行為を発見したときや疑義

ある行為が行われようとしていることに気づいたときは、匿名でも当社顧問弁護士を通じ
て会社に通報することができるなど未然に防止する体制として社内通報制度を構築し、運
用します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
取締役はその職務に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他の重要な情

報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存、管理を行います。
ア．株主総会議事録
イ．取締役会議事録
ウ．取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録または指示事項と関連

事項
エ．取締役が決裁者となる決裁書類
オ．その他の取締役の職務の執行に関する重要な文書
カ．会社法・金融商品取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、営業

秘密及び顧客等の個人情報
キ．監査等委員会議事録
ク．上記各号に付帯関連する資料

代表取締役社長は上記の情報の保存及び管理を監督する責任者となっています。総務部
長は代表取締役社長を補佐し、上記に定める文書その他の重要な情報の保存及び管理を行
います。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全に関する問題、天災に関する問題、コンプライアンスに関する問題、情報セキュリ

ティに関する問題、その他当社における様々なリスクを組織横断的に、また各組織ごとに
想定し、あらゆるリスクに対処すべくリスク管理体制を構築します。
また、新たに発生するリスクについては代表取締役社長の指揮のもと、速やかに対応で

きる体制を構築し対処します。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長以下取締役全員が出席する取締役会を原則として毎月１回開催し、上程

された議案を審議、決議するとともに、取締役の業務執行状況の監督及び、経営に関する
方針や重要事項についての意思決定を行います。
また、常勤取締役会において、取締役会の専決事項とされているものを除き、取締役会

の決定した方針に基づき重要な事項を審議・決裁することにより、会社経営の迅速な意思
決定及び効率的な遂行を図っております。常勤取締役会は、原則毎月１回開催しておりま
す。
取締役会及び常勤取締役会で決定した重要事項について、各部門長から具体的な業務執

行の指示を出し、業務を展開します。
また、業務分掌、決裁権限基準などの規程を定め、重要性に応じた意思決定を行います。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社はグループ共通の「経営理念」に基づき、グループの役職員全員が一体

となって適正な業務運営に努めるよう、以下の体制をとります。
ア．子会社に対しては、当社常勤監査等委員または当社財務経理部門の責任者が監査

役に就任するなど、各子会社の業務執行状況を監査し、業務の適正を確保する体
制を構築します。

イ．当社の取締役会で、子会社の経営状況についての報告及び重要事項についての事
前協議を行い、子会社の自主性を尊重しつつ適正に経営されているかを確認しま
す。

ウ．内部監査室が、当社の子会社管理の状況や合弁会社を除く子会社の業務に関する
監査を実施します。

⑥ 監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制
当社は、監査等委員のうち１名が常勤監査等委員であることから、現在、監査等委員会

の職務を補助すべき使用人を置いていませんが、必要に応じて取締役（監査等委員を除
く。）と監査等委員会が協議し、その職務を補助する使用人を置きます。

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員を除く。）からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性、指示の実効性を確保するため、当該

使用人に対する人事異動及び考課は監査等委員会の事前の同意を得ます。
⑧ 取締役（監査等委員を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その

他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員は、取締役会など重要な意思決定を行う会議に出席し、取締役（監査等委員

を除く。）及び使用人から重要な決定に関する報告を受けます。
また、法令に違反すること、業務の執行に重大な影響をおよぼすもの及び当社に損失を

与える事態の発生など、異常が発生したときには即座に監査等委員会に報告する体制を構
築します。
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なお、これらの報告に関しては、各種規程により報告者の個人情報の保護と報告したこ
とによる不利益が生じないよう適正な措置をとります。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が、取締役や使用人から常に報告を受け、業務の執行状況を把握できるよ

うな体制を整えます。
また、会計監査人と連携をとり、定期的に各地の施設に出向き、不正や法令違反がない

かの調査を行います。
監査等委員会は、必要に応じて会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は

会社が負担します。
⑩ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

金融商品取引法の定めに基づき、財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統
制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれ
ば是正する体制を構築します。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社では、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保

するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の
概要は以下の通りであります。
当社は、コンプライアンス委員会を毎月（年12回）開催し、各部門からの報告に基づ

き、法令・定款・社内規程、業務マニュアル等の遵守状況を適切に審議のうえ、審議結果
を踏まえた具体的な是正・改善指示を通じて、グループ全体のコンプライアンス体制の維
持・強化に努めております。また、全従業員を対象とするコンプライアンス研修及び従業
員の階層別のコンプライアンス研修を年間各１回実施し、コンプライアンス意識の向上に
努めました。その他当社及び子会社を対象にコンプライアンスに関する相談や内部通報を
受け付ける「内部通報窓口」を設置、各社ごとにハラスメントについて専門に受け付ける
「ハラスメント相談窓口」の体制を整備し、これらを従業員に広く周知することによりコン
プライアンスの実効性向上を図っております。
当社の取締役会は、社外取締役10名を含む取締役12名で構成されており、うち社外監査

等委員４名を含む監査等委員５名も原則出席したうえで17回開催し、取締役の職務執行を
監督いたしました（取締役及び監査等委員の員数は、2026年３月31日現在のものであり
ます）。また、取締役の職務の執行に係る情報（議事録等）は、セキュリティが確保された
場所で安全かつ適切に保管しました。
情報セキュリティについては、システム管理等に関する規程に基づき、適切な運用を行

っております。データセンターのサーバー機器に関しては、セキュリティ対策の信頼性・
安全性・可用性を一層向上させる観点から、順次SaaSへの移行を推進しております。さら
に、ネットワーク機器やPC等デバイス機器等についても、コストと運用のバランスを踏ま
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えつつ、セキュリティ強化及び故障による事業停止リスク軽減のために順次入れ替えを進
めております。このように継続的にセキュリティリスクを整理して対応を検討し、情報管
理の強化を図っております。
子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において

審議し、また、当社常勤監査等委員または当社財務経理部門の責任者が子会社の監査役に
就任するなど、その業務執行状況を監査し子会社の適正な業務運営及び当社による実効性
のある管理の実現に努めました。
内部監査室は、年度内部監査計画に基づき、「全社的なリスク管理体制」「施設及び本部

の安全対策に関する運営状況」「子会社の組織・運営体制」をテーマとし、当社及び子会社
を対象に監査を実施しました。内部監査室は、監査結果をもとに、監査対象部門に対して、
改善点の指摘・助言を行い、諸業務の質の向上や効率化の推進に努める一方で、監査結果
を定期的に監査等委員会及び取締役会に報告しております。
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しております。
監査等委員会は、年度監査計画に基づき、業務監査として内部監査室と連携を図り、子

会社を含めた各部門の業務監査及び各施設の監査状況を監視・検証いたしました。常勤監
査等委員がコンプライアンス委員会に出席し、その審議状況を監視するとともに、必要に
応じてコンプライアンス強化に向けた是正・改善指示に対して助言・提言を行いました。
また、会計監査人と定期的なミーティングを行い、会計上の問題や課題に関する情報共有
を図るとともに、会計監査人の監査の相当性について評価を行いました。

（2） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 基本的な考え方

反社会的勢力との関係を一切持たず、有事の際は積極的に外部専門機関に相談し、総務
部を中心とした組織で毅然とした態度で排除することを基本方針としております。

② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ア．対応統括部署は総務部としています。
イ．警察の担当者と平時から意思疎通を行い、企業防衛協議会等の外部専門機関と連

携をとり、情報収集に努め、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積しています。
ウ．警察及び外部専門機関や民間企業の情報を活用し、取引先の審査や株主の属性判

断を行っています。
エ．取引先等との契約書に反社会的勢力を排除する条項を導入しています。
オ．不当要求等の有事の際には、担当部署は速やかに総務部に報告し、総務部より弁

護士や警察及び外部専門機関と連携をとり、組織全体として対応に当たっていま
す。

カ．各部門における各種研修時に反社会的勢力に関する情報伝達や研修を行っていま
す。
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（3） 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否

かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異
動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではあり
ません。
しかしながら、一般にも高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定で

きないところであり、そういった買収者から当社の基本理念やブランド、株主をはじめと
する各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であ
ると認識しております。
また、株式の大量取得を目的とする買付（または買収提案）に対しては、当該買付者の

事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為（または買収提案）が
当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるも
のと認識しております。
現在のところ、そのような買付者が出現した場合の具体的な取り組み（いわゆる「買収

防衛策」）をあらかじめ定めるものではありませんが、当社としては、株主から付託を受け
た経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式
の大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措
置を講じます。
具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、

当該買収提案（または買付行為）が当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない場合に
は、具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制
を整えます。
なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡

る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を
行ってまいります。

（4） 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内

部留保を確保するとともに連結配当性向30％を目途とした連結業績連動型配当の継続実施
を基本方針としつつも安定的な配当水準を可能な限り維持しております。当社の剰余金の
配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。
また、内部留保資金につきましては、子育て支援事業を積極的に展開するために有効活

用してまいりたいと考えております。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）本事業報告に記載の金額は表示単位未満を切り捨てて表示し、比率については、２（4）は表示単位

未満を切り捨てて表示し、それ以外は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 27,963,309 流 動 負 債 10,814,854

現 金 及 び 預 金 22,619,318 買 掛 金 185,654
売 掛 金 72,524 １年内返済予定の長期借入金 2,496,050
棚 卸 資 産 55,637 未 払 金 3,477,578
未 収 入 金 4,489,134 未 払 法 人 税 等 1,341,933
そ の 他 726,841 未 払 消 費 税 等 95,390
貸 倒 引 当 金 △147 賞 与 引 当 金 955,546

固 定 資 産 10,245,745 資 産 除 去 債 務 9,026
有 形 固 定 資 産 3,857,095 そ の 他 2,253,673
建 物 及 び 構 築 物 3,276,675 固 定 負 債 4,458,312
車 両 運 搬 具 0 長 期 借 入 金 2,797,891
工 具 器 具 備 品 395,799 退職給付に係る負債 1,041,906
土 地 184,621 資 産 除 去 債 務 606,640

無 形 固 定 資 産 27,593 そ の 他 11,873
の れ ん 15,192 負 債 合 計 15,273,166
そ の 他 12,400 純 資 産 の 部

投資その他の資産 6,361,056 株 主 資 本 22,875,758
投 資 有 価 証 券 706,104 資 本 金 1,603,955
長 期 貸 付 金 2,106,704 資 本 剰 余 金 1,577,681
差 入 保 証 金 1,809,245 利 益 剰 余 金 20,336,780
繰 延 税 金 資 産 1,439,483 自 己 株 式 △642,659
そ の 他 300,043 その他の包括利益累計額 56,065
貸 倒 引 当 金 △525 その他有価証券評価差額金 3,143

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 432
退職給付に係る調整累計額 52,490

非 支 配 株 主 持 分 4,064
純 資 産 合 計 22,935,888

資 産 合 計 38,209,054 負 債 及 び 純 資 産 合 計 38,209,054
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 43,325,923
売 上 原 価 33,766,818

売 上 総 利 益 9,559,104
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,025,209

営 業 利 益 6,533,894
営 業 外 収 益 130,528

受 取 利 息 105,811
そ の 他 24,717

営 業 外 費 用 47,111
支 払 利 息 35,636
支 払 手 数 料 9,451
そ の 他 2,022
経 常 利 益 6,617,311

特 別 損 失 18,959
固 定 資 産 除 却 損 620
園 減 損 損 失 18,339
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,598,352
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,380,108
法 人 税 等 調 整 額 △65,518
当 期 純 利 益 4,283,762
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 （△） △935
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,284,697
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,603,955 1,542,826 17,078,574 △671,017 19,554,338

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,026,491 △1,026,491
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,284,697 4,284,697

自 己 株 式 の 処 分 24,948 17,253 42,201

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 9,906 11,104 21,011
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − 34,854 3,258,206 28,357 3,321,419

当 期 末 残 高 1,603,955 1,577,681 20,336,780 △642,659 22,875,758

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △73,726 2,129 25,772 △45,823 − 19,508,514

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,026,491
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,284,697

自 己 株 式 の 処 分 42,201

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 21,011
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） 76,869 △1,697 26,717 101,889 4,064 105,954

当 期 変 動 額 合 計 76,869 △1,697 26,717 101,889 4,064 3,427,373

当 期 末 残 高 3,143 432 52,490 56,065 4,064 22,935,888

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）連結計算書類中の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示し、比率は表示単位未満を四捨五入して表示

しております。
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連 結 注 記 表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 ６社
・連結子会社の名称 株式会社日本保育サービス

株式会社ジェイキッチン
株式会社日本保育教育総合研究所
株式会社子育てサポートリアルティ
株式会社ワンズウィル
株式会社JPホールディングス九州

・連結子会社の名称の変更 株式会社日本保育総合研究所は株式会社日本保育教育総合研究所に商
号を変更しております。

・連結範囲の変更 株式会社JPホールディングス九州については新規設立により、当連結
会計年度から連結子会社に含めております。

② 非連結子会社の状況
該当事項はありません。

③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況
該当事項はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用しない関連会社の名称等
・関連会社の名称 スリーピース協同組合
・持分法を適用しない理由 持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結計算
書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
め、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等
以 外 の も の

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法または償却原価法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法または償却原価法
ロ．デ リ バ テ ィ ブ 時価法
ハ．棚 卸 資 産 主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有 形 固 定 資 産

（リ ー ス 資 産 を 除 く） 定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 ２〜50年
車両運搬具 ７年
工具器具備品 ２〜20年

ロ．無 形 固 定 資 産
（リ ー ス 資 産 を 除 く） 定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

ニ．長 期 前 払 費 用 定額法
③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸 倒 引 当 金 売上債権等の貸倒による損失に備えるため、当社及び連結子会社

は、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

ロ．賞 与 引 当 金 当社及び連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支
給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 繰延ヘッジ処理によっております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであり

ます。
ヘッジ手段：金利スワップ
ヘッジ対象：借入金

ハ．ヘ ッ ジ 方 針 主に当社の内規である「ヘッジ取引に関するリスク管理方針」に基
づき、金利変動リスクをヘッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、その変動額の比率によ
って有効性を評価しております。
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⑤ のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、10年間で均等償却しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法 ・

・

・

退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっており
ます。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお
ります。
小規模企業等における簡便法の適用
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費

用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。

重要な収益及び費用の計上基準

・

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履
行義務の内容及び履行義務を充足する通常の時点は以下の通りであり
ます。
子育て支援事業
主に自治体との契約等に基づき契約期間において保育園等の運営を

行うことにより、一定の補助金の収入を得ております。当該補助金に
ついては、自治体との契約等により定められた期間において、園児
数、保育士数などの一定の要件に応じた保育園等の運営を行うことに
より履行義務が充足されることとなりますので、契約期間にわたり収
益を認識しております。
また、一部の売上については保護者との契約により園児等への保育

サービスを提供することにより収入を得ております。当該保育サービ
スについては、一定期間園児等を預かり、その期間内に一定の保育サ
ービスを提供することで履行義務が充足されることとなります。保育
サービスは、主に保育時間、食事等のサービスの提供を元に収益額が
計算されます。サービスの提供に応じて履行義務が充足されますが、
主に計算期間の単位を１ケ月とし、月単位で収益を認識しておりま
す。

控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税額等のうち、税法に定める繰延消費税
額等は繰延消費税等に計上のうえ５年間で均等償却し、繰延消費税額
等以外は発生年度に費用処理しております。
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２．会計上の見積りに関する注記
当社グループは、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、連

結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

（1）繰延税金資産
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当連結会計年度

繰延税金資産 1,439,483

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しておりま

す。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基
づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているか
どうかにより判断しております。
課税所得の見積りには、将来計画の前提となった数値を、経営環境等の外部要因に関する情報や当社

グループが用いている内部の情報に基づいて見積っております。
当該見積り及び当該仮定について、市場環境の変化により前提条件が変更された場合には当社グルー

プの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

（2）固定資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当連結会計年度

有形固定資産及び無形固定資産 3,884,689
園減損損失 18,339

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として保育所等の施設ごとにグルーピング

しております。資産グループごとに、営業活動から生じる損益が継続してマイナス、あるいは主要な資
産の市場価格の著しい下落等により、減損の兆候の有無を把握し、兆候が識別された資産グループには
減損の認識の判定を実施しております。減損の認識の判定は、各資産グループにおける割引前将来キャ
ッシュ・フロー総額と各資産グループの固定資産の帳簿価額の比較によって実施しております。減損の
認識が必要な場合、減損の測定に当たっては加重平均資本コストを基礎として算定した割引率を使用し
て求められた割引後将来キャッシュ・フロー合計額である使用価値または正味売却価額のいずれか高い
方の金額まで帳簿価額の切り下げを行っております。
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将来キャッシュ・フローは、経営環境等の外部要因に関する情報や当社グループが用いている内部の
情報に基づいて見積っております。当該見積りには、各園の園児数の推移などの仮定を用いておりま
す。当該見積り及び当該仮定について、市場環境の変化により前提条件が変更された場合には、損失が
発生する可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 10,361,203千円

（注）減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
（2）棚卸資産の内訳

商品 25,828千円
原材料及び貯蔵品 29,808千円

（3）流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 427,688千円
（4）固定資産圧縮記帳

国庫補助金等受入により取得価額から直接減額した価額の内訳
建物及び構築物 18,863千円
工具器具備品 210千円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 87,849,400株 − − 87,849,400株

（2）自己株式に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 2,308,482株 − 97,559株 2,210,923株

（3）配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月24日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 1,026,491千円 12円00銭 2025年３月31日 2025年６月25日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり

配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 1,070,480千円 12円50銭 2026年３月31日 2026年６月29日

（4）新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達につい

ては主に銀行借入によっております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、
投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である売掛金、未収入金は、取引先の信用リスクに晒されています。当該リスクに関して

は、「債権管理規程」及び「与信管理規程」に沿って、取引先の期日管理及び残高管理を行うとともに、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定

期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、「投資有価証券運用基準」に沿って保有状況を継続的に見
直しております。
差入保証金は主に保育所の開設に係る賃貸借契約等に基づく保証金、長期貸付金は主に土地所有者へ

の当社グループの運営する保育所建物建設に伴う資金であり、当該建物所有者の信用リスクに晒されて
おります。当該リスクに関しては、「債権管理規程」及び「与信管理規程」に沿って、取引先の期日管
理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
す。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。借入金は、運転

資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに
晒されておりますため、原則として固定金利の借入金による資金の調達を基本とすることとしておりま
す。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは資金繰計画を
作成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ

取引であります。デリバティブ取引の利用については、取引相手先を格付けの高い金融機関に限定して
いるため信用リスクは低いと認識しております。なお、デリバティブ取引の実行及び管理につきまして
は、ヘッジ取引に関するリスク管理方針に則り行っております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり

ます。なお、現金及び預金、売掛金、未収入金、買掛金、未払金及び未払法人税等については、現金であ
ること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 時 価 差 額

（1）投 資 有 価 証 券
そ の 他 有 価 証 券 706,104 706,104 −

（2）差 入 保 証 金 1,809,245 1,081,732 △727,512
（3）長 期 貸 付 金 ( ※ 1) 2,316,571 2,105,347 △211,224
資 産 計 4,831,921 3,893,184 △938,736
（1）長 期 借 入 金 ( ※ 2) 5,293,941 5,192,984 △100,956
負 債 計 5,293,941 5,192,984 △100,956
デ リ バ テ ィ ブ 取 引 ( ※ 3) 630 630 −

（※1）長期貸付金には１年内回収予定の長期貸付金を含めて表示しております。
（※2）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
（※3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については（ ）で示しております。

（注）１．有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

その他有価証券の種類ごとの取得原価または償却原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額
（単位：千円）

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額

取 得 原 価 ま た は
償 却 原 価 差 額

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価または償却原価を超えないもの
債 券 706,104 701,515 4,588
合 計 706,104 701,515 4,588
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デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額

または契約において定められた元本相当額等は、次の通りであります。
（単位：千円）

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主な
ヘッジ対象 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価

原則的処理方法

金利スワップ
取引 長期借入金 150,000 − 630支払固定・

受取変動

（注）２．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定
（単位：千円）

１ 年 以 内 １ 年 超
５ 年 以 内

５ 年 超
10 年 以 内 10 年 超

現 金 及 び 預 金 22,619,318 − − −
未 収 入 金 4,489,134 − − −
投 資 有 価 証 券
その他有価証券 − − 706,104 −

差 入 保 証 金 25,865 72,032 22,930 1,688,417
長 期 貸 付 金 209,867 850,090 795,305 461,308
合 計 27,344,186 922,122 1,524,339 2,149,726

（注）３．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１ 年 以 内 １ 年 超
２ 年 以 内

２ 年 超
３ 年 以 内

３ 年 超
４ 年 以 内

４ 年 超
５ 年 以 内 ５ 年 超

長 期
借 入 金 2,496,050 1,692,529 810,870 258,916 35,576 −

合 計 2,496,050 1,692,529 810,870 258,916 35,576 −
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分 時価
レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投 資 有 価 証 券
そ の 他 有 価 証 券
債 券 − 706,104 − 706,104
資 産 計 − 706,104 − 706,104
デ リ バ テ ィ ブ 取 引
金 利 関 連 − 630 − 630
負 債 計 − 630 − 630

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分 時価
レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

差 入 保 証 金 − 1,081,732 − 1,081,732
長 期 貸 付 金 − 2,105,347 − 2,105,347
資 産 計 − 3,187,080 − 3,187,080
長 期 借 入 金 − 5,192,984 − 5,192,984
負 債 計 − 5,192,984 − 5,192,984
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

債券は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している債券は、市場での取引頻度が低く、活発
な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
デリバティブについては、取引先金融機関より提示された時価により、金利等の観察可能なインプットを

用いて算定されており、レベル２の時価に分類しております。

長期貸付金及び差入保証金
これらの時価については、一定の期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを国債利回り等の適切な指

標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、長期貸付金には
流動資産のその他に含まれている、１年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。

長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。また、変動金利に
よるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため当該
帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。なお、流動負債に記載している、１年内返済
予定の長期借入金を含んでおります。
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６．収益認識に関する注記
（1）当連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響

を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
当社グループは、「子育て支援事業」を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。また、売上高は顧客との契約から生じる収益であり、その
区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため注記の記載を省略しておりま
す。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための参考となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、１．連結計算書類作成のための基本と

なる重要な事項に関する注記等「重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計

年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 5,319,156
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,561,659
契約負債（期首残高） 418,122
契約負債（期末残高） 427,688

② 残存履歴義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用

し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当該履行義
務は、子育て支援事業における保育園等の運営に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価格
の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下の通りであります。

（単位：千円）
当連結会計年度

１年以内 32,220
１年超２年以内 32,220
２年超３年以内 32,220
３年超 267,673

合計 364,335
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７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 267円77銭
（2）１株当たり当期純利益 50円07銭

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 13,901,391 流 動 負 債 3,225,924

現 金 及 び 預 金 2,689,556 １年内返済予定の長期借入金 2,501,868
売 掛 金 213,330 未 払 金 93,402
前 払 費 用 51,439 未 払 費 用 282,633
立 替 金 37,517 未 払 法 人 税 等 197,358
短 期 貸 付 金 10,899,500 預 り 金 17,371
そ の 他 10,068 前 受 収 益 925
貸 倒 引 当 金 △21 賞 与 引 当 金 31,260

固 定 資 産 3,672,122 役員株式給付引当金 13,452
有 形 固 定 資 産 1,192,398 そ の 他 87,652

建 物 930,383 固 定 負 債 3,298,002
構 築 物 58,088 長 期 借 入 金 2,797,891
工 具 器 具 備 品 19,305 関係会社長期借入金 72,339
土 地 184,621 退 職 給 付 引 当 金 25,810

無 形 固 定 資 産 4,741 役員業績連動報酬引当金 11,873
ソ フ ト ウ エ ア 1,561 資 産 除 去 債 務 167,776
電 話 加 入 権 2,808 そ の 他 222,311
水 道 施 設 利 用 権 371 負 債 合 計 6,523,927

投 資 そ の 他 の 資 産 2,474,982 純 資 産 の 部
投 資 有 価 証 券 706,104 株 主 資 本 11,046,011
関 係 会 社 株 式 1,306,183 資 本 金 1,603,955
長 期 貸 付 金 115,394 資 本 剰 余 金 1,577,681
長 期 前 払 費 用 9,156 資 本 準 備 金 1,127,798
繰 延 税 金 資 産 71,940 そ の 他 資 本 剰 余 金 449,883
差 入 保 証 金 266,098 利 益 剰 余 金 8,507,034
そ の 他 630 利 益 準 備 金 6,600
貸 倒 引 当 金 △525 そ の 他 利 益 剰 余 金 8,500,434

別 途 積 立 金 100,000
繰 越 利 益 剰 余 金 8,400,434

自 己 株 式 △642,659
評価・換算差額等 3,575

その他有価証券評価差額金 3,143
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 432

純 資 産 合 計 11,049,586
資 産 合 計 17,573,514 負 債 及 び 純 資 産 合 計 17,573,514
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損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 4,230,495

売 上 原 価 337,001

売 上 総 利 益 3,893,493

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,616,600

営 業 利 益 2,276,893

営 業 外 収 益 211,886

営 業 外 費 用 45,726

経 常 利 益 2,443,054

特 別 損 失 4,068

固 定 資 産 除 却 損 0

固 定 資 産 減 損 損 失 4,068

税 引 前 当 期 純 利 益 2,438,986

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 416,563

法 人 税 等 調 整 額 △48,034

当 期 純 利 益 2,070,457
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株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 1,603,955 1,127,798 415,028 1,542,826 6,600 100,000 7,356,468 7,463,068
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △1,026,491 △1,026,491
当 期 純 利 益 2,070,457 2,070,457
自己株式の処分 24,948 24,948
譲渡制限付株式報酬 9,906 9,906
株主資本以外の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）
当期変動額合計 − − 34,854 34,854 − − 1,043,966 1,043,966
当 期 末 残 高 1,603,955 1,127,798 449,883 1,577,681 6,600 100,000 8,400,434 8,507,034

株 主 資 本 評価・換算差額等 純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等

合 計
当 期 首 残 高 △671,017 9,938,832 △73,726 2,129 △71,596 9,867,235
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △1,026,491 △1,026,491
当 期 純 利 益 2,070,457 2,070,457
自己株式の処分 17,253 42,201 42,201
譲渡制限付株式報酬 11,104 21,011 21,011
株主資本以外の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

76,869 △1,697 75,171 75,171

当期変動額合計 28,357 1,107,179 76,869 △1,697 75,171 1,182,351
当 期 末 残 高 △642,659 11,046,011 3,143 432 3,575 11,049,586

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）計算書類中の記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示し、比率は表示単位未満を四捨五入して表示して

おります。
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 関 係 会 社 株 式 移動平均法による原価法
② 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等
以 外 の も の

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法または償却原価法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法または償却原価法
（2）デリバティブの評価基準及び評価方法

デ リ バ テ ィ ブ 時価法
（3）固定資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産 定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ２〜50年
構築物 ３〜30年
工具器具備品 ２〜20年

② 無 形 固 定 資 産 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期
間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ 長 期 前 払 費 用 定額法
（4）引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金 売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に
負担すべき額を計上しております。

③ 退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に
基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま
す。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算

書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

2026年05月26日 15時31分 $FOLDER; 70ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 70 ―

④ 役員株式給付引当金 「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」における、役員に対する将来の
当社株式の給付に備えるため、当事業年度の業績に基づき、当事業年度末
における株式給付債務の見込額を計上しております。

⑤ 役員業績連動報酬引当金 「中長期業績等連動型金銭報酬制度」における、役員に対する退任時の
報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末に対応する金額
を計上しております。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘ ッ ジ 会 計 の 処 理 原則として繰延ヘッジ処理によっております。
重要な収益及び費用の計上基準 ① 顧客との契約から生じる収益

経営指導料については、連結子会社との契約に基づき契約期間において
業務委託及び経営指導を行うことにより収入を得ております。当該収入に
ついては、連結子会社との契約により定められた期間において子育て支援
事業に関する業務委託及び経営指導を行うことにより履行義務が充足され
ることとなりますので、契約期間にわたり収益を認識しております。子育
て支援事業に関する業務委託及び経営指導は、主に連結子会社に対して提
供する業務委託時間等を元に収益額が計算され、主に計算期間の単位を１
ケ月とし、月単位で収益を認識しております。
② その他の収益
不動産賃貸料については、連結子会社との契約に基づき契約期間におい

て保育園の賃貸を行うことにより収入を得ております。当該収入について
は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）を適用してお
ります。

控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しており
ます。

２．会計上の見積りに関する注記
当社は、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、計算書類作

成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
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（1）繰延税金資産
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当事業年度

繰延税金資産 71,940

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しておりま

す。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づ
く一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどう
かにより判断しております。
課税所得の見積りには、将来計画の前提となった数値を、経営環境等の外部要因に関する情報や当社が

用いている内部の情報に基づいて見積っております。
当該見積り及び当該仮定について、市場環境の変化により前提条件が変更された場合には当社の業績及

び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

（2）固定資産の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当事業年度

有形固定資産及び無形固定資産 1,197,139
固定資産減損損失 4,068

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、保育事業を営む連結子会社に主たる固定資産を賃貸しており、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として賃貸物件である保育施設ごとにグルーピングしております。資産グループごとに、営業活
動から生じる損益が継続してマイナス、あるいは主要な資産の市場価格の著しい下落等により、減損の兆
候の有無を把握し、兆候が識別された資産グループには減損の認識の判定を実施しております。減損の認
識の判定は、各資産グループにおける割引前将来キャッシュ・フロー総額と各資産グループの固定資産の
帳簿価額の比較によって実施しております。減損の認識が必要な場合、減損の測定に当たっては加重平均
資本コストを基礎として算定した割引率を使用して求められた割引後将来キャッシュ・フロー合計額であ
る使用価値または正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額の切り下げを行っております。
将来キャッシュ・フローは、経営環境等の外部要因に関する情報や当社が用いている内部の情報に基づ

いて見積っております。当該見積りには、施設ごとの将来における売上や営業利益または売却の可能性等
の仮定を用いております。当該見積り及び当該仮定について、近隣相場の市場環境の変化により前提条件
が変更された場合には、損失が発生する可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 1,085,262千円

（注）減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
（2）関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

① 短期金銭債権 11,148,914千円
② 短期金銭債務 58,022千円
③ 長期金銭債務 222,311千円

（3）取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権の総額
該当事項はありません。

（4）取締役との間の取引による取締役に対する金銭債務の総額
該当事項はありません。

４．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

① 営 業 取 引 高 4,216,702千円
② 営業取引以外の取引高 155,505千円

（2）営業収益は、子会社からの経営指導料収入等であります。

５．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）自己株式に関する事項
株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 2,308,482株 − 97,559株 2,210,923株
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税等 11,574千円
賞与引当金 9,846千円
未払社会保険料否認 1,521千円
株式報酬費用 17,318千円
退職給付引当金 8,130千円
減損損失否認 45,527千円
減価償却費超過額 54,529千円
資産除去債務 52,849千円
その他 20,307千円
繰延税金資産合計 221,606千円

繰延税金負債
資産除去費用 △21,508千円
投資有価証券 △126,513千円
繰延ヘッジ損益 △198千円
その他有価証券評価差額金 △1,445千円
繰延税金負債合計 △149,666千円

繰延税金資産の純額 71,940千円
（注）評価性引当額が62,896千円減少しております。この主な内容としては繰延税金資産の回収可能性を判

断する際の企業分類を変更したことによるものであります。
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７．関連当事者との取引に関する注記

（1）親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。

（2）役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。

（3）子 会 社 等

種 類 会 社 等 の
名 称

資本金又は
出 資 金 事業の内容

議決権等
の 所 有
（被 所 有）
割合（％）

関 係 内 容
取 引 の
内 容

取引金額
（千 円） 科 目 期末残高

（千 円）役員の
兼任等

事 業 上
の 関 係

子 会 社 ㈱日本保育
サ ー ビ ス 99,000千円 子 育 て

支 援 事 業 100 兼任
２名

資金援助
資 金 の
貸 付
（注）1

− 短期貸付金 10,870,000

資金援助
利 息 の
受 取
（注）1

152,548 − −

経営指導
経 営
指 導 料
の 受 取
（注）2

2,121,960 売 掛 金 194,513

債 務 の
被 保 証

債 務 の
被 保 証
（注）３

1,025,000 − −

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．資金の貸付については市中金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
２．経営指導料は、役務提供に対する費用等を勘案して合理的に価格を決定しております。
３．当社の銀行借入に対し、子会社より保証を受けております。なお、保証料の支払はありません。

（4）兄 弟 会 社 等
該当事項はありません。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、１．重要な会計方針に係る事項に関する

注記「重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 129円03銭
（2）１株当たり当期純利益 24円20銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月15日
株式会社ＪＰホールディングス

取締役会 御中
監査法人東海会計社
愛知県名古屋市
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 島 浩 司
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 田 龍 矢

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＪＰホールディングスの2025年４

月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社ＪＰホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以 上

2026年05月26日 15時31分 $FOLDER; 78ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 78 ―

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月15日
株式会社ＪＰホールディングス

取締役会 御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 小 島 浩 司
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 田 龍 矢

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＪＰホールディングスの

2025年４月１日から2026年３月31日までの第34期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監
査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上

2026年05月26日 15時31分 $FOLDER; 81ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 81 ―

監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第34期事業年度の取締役の職務の
執行について監査しました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号口及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。更に、保育委員会、安全管理委員会及びコンプライアンス委員
会および各部門長、並びに会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号口の各取り組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保する体制」(会社計算規則第
131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項について
は、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針については、相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3
号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものでは
なく、かつ、当社の会社役員の地位維持を目的とするものではないと認めます。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月25日

株式会社ＪＰホールディングス監査等委員会

取締役 監査等委員（常勤） 関 博 文 ㊞
社外取締役 監査等委員 伊 丹 俊 彦 ㊞
社外取締役 監査等委員 鶴 谷 明 憲 ㊞
社外取締役 監査等委員 矢 板 賢 ㊞
社外取締役 監査等委員 山 村 輝 治 ㊞

（注）社外取締役(監査等委員)伊丹俊彦、鶴谷明憲、矢板賢および山村輝治は、会社法第2条第15号に定
める社外取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
東京都港区港南一丁目２番70号

品川シーズンテラス アネックス棟３階 シーズンテラスホール
（TEL：03－6433－1905）

会場最寄駅 ＪＲ品川駅 港南口（東口）より徒歩９分
京浜急行電鉄品川駅 高輪口より徒歩12分

＊当日は駐車場のご用意ができませんので、公共交通機関をご利用くださいますよう
　お願い申し上げます。
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通り抜け
できません

2026年05月26日 15時31分 $FOLDER; 84ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）


